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 第１章 計画策定の趣旨 
 

１ 計画策定の趣旨  

 
介護保険法で市町村に策定が義務付けられている介護保険事業計画は、保険者である本荘由利広

域市町村圏組合が、第９期介護保険事業計画（R6～R8）を策定していますが、老人福祉法で義務付

けられている高齢者保健福祉計画は、全ての高齢者を対象に介護給付対象外の保健福祉サービスや

その他の関連施策など、介護保険事業計画の内容の殆どを包含することから、整合性を持つ必要性

があり、由利本荘市としても介護保険事業計画と併せて、第９期高齢者保健福祉計画（R6～R8）を

策定しております。 

第９期高齢者保健福祉計画では、市総合計画「新創造ビジョン」における、団塊の世代が 75 歳

以上となる 2025年から、いわゆる団塊ジュニア世代が 65歳以上となる 2040年に向けた、自立支

援等、包括的な体制整備の基本構想を踏まえつつ、2040年までの中長期の動向に対応した、介護給

付等対象サービスの充実と、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策や生活支援サービスの拡充等、

「地域包括ケアシステム」の更なる深化・推進を図ってまいります。 

 

改訂について 

令和７年４月１日より介護保険事業の運営主体が本荘由利広域市町村圏組合から由利本荘市、にかほ

市それぞれに変更になることから、原計画に第９期本荘由利広域市町村圏組合介護保険事業計画（令和

６年度～令和８年度）の由利本荘市部分を追記したほか、所要の文言修正などを行っております。なお、追

記部分のうち令和６年度は参考記載であり、改訂版における有効な計画期間は令和７年度及び令和８年度

となります。 

 

 

生きがいあふれる健康長寿社会の形成 

笑顔あふれる健康・福祉の充実 

高齢者福祉の充実 

 

－ 超高齢社会での「健康寿命の延伸」を目指して － 

●社会参加や地域支え合い活動普及の推進 

●地域包括ケアシステムの強化 

 

由利本荘市総合計画「新創造ビジョン」 
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２ 法令等の根拠  

 
 高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第二十条の八第一項により「市町村老人福祉計画」の策定が

義務付けられているものです。同条第二項及び第三項により、基本的な政策目標を設定し、その実

現に向かって取り組むべき施策を盛り込んだ計画として作成されます。 

 

３ 計画の策定体制  

 
高齢者保健福祉計画の策定に当たり、地域の特性に応じた計画とするために、各分野の関係者

により構成する「由利本荘市高齢者保健福祉計画策定委員会」において検討されます。 

 

４ 計画の期間  

 

本計画の期間は、本荘由利広域介護保険事業計画と整合性を図り同期間とする第９期計画となり

ます。なお、令和７年度以降は改訂版となります。 

 

５ 他計画との調和  

 

介護保険法第百十七条第一項で市町村に策定が義務付けられている「介護保険事業計画」には、

要介護者数や介護サービス量、介護保険事業費の見込みが盛り込まれています。(本荘由利広域市

町村圏組合で作成) 

高齢者保健福祉計画は、全ての高齢者を視野に入れて、介護給付対象外の保健福祉サービスやそ

の他の関連施策も含み、介護保険事業計画の内容をほとんど包含することになるため、介護保険事

業計画と整合性をもって作成される計画であり、市における様々な計画との整合性や調和が保たれ

たものにする必要があります。令和７年度以降は改訂版となります。 

 

 

 

 

 

由利本荘市高齢者保健福祉計画 

本荘由利広域市町村圏組合 

介護保険事業計画 

 

医療介護総合確保促進法に基づく市町村計画 

由利本荘市地域福祉計画 

由利本荘市障がい者福祉計画 

健康由利本荘２１計画 

由利本荘市地域防災計画 等 

 調和・整合性 
 

整合性 
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第２章 高齢者等の現状と将来推計 
 

１ 高齢者（６５歳以上）の現状 

 

（１） 高齢者の現状と高齢化率 
６５歳以上の人口は、令和３年まで毎年、２００人程度の増加を続けておりましたが、令和４年

には１０人の増加にとどまり、令和５年は減少に転じています。 

７５歳以上の人口は、令和３年まで減少を続けておりましたが、令和４年から増加傾向にありま

す。 

総人口は毎年、千人以上減少しており、総人口に占める高齢者の割合である高齢化率は年々上昇

し、平成３０年は３５．５５％でしたが、令和５年には、３８．９１％にまで上昇しています。 

 

■総人口及び高齢者数、高齢化率の現状 

    

 

  H30(2018)年 R1(2019)年 R2(2020)年 R3(2021)年 R4(2022)年 R5(2023)年 

総人口 （人） 77,525  76,420  75,234  74,154  73,041  71,948  

65歳以上（人） 27,557  27,750 27,961 28,148 28,158  27,998  

75歳以上（人） 14,818 14,772 14,522 14,244 14,603  14,800  

高齢化率 35.55% 36.31% 37.17% 38.00% 38.55% 38.91% 

総人口に占める 

75歳以上の割合 
19.11% 19.33% 19.30% 19.21% 19.99% 20.57% 

                                資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 
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（２） 高齢者数の見込み 
令和６年から令和８年、令和１２年、令和２２年を推計しています。 

６５歳以上の人口は、令和５年に続き、令和６年以降も減少していくものと見込まれます。逆に

７５歳以上の人口は増加が見込まれており、令和１２年には、令和６年に比べると千人以上増加し、

総人口に占める７５歳以上の割合は、２６％を超える見込みです。 

総人口は、令和６年以降も毎年、千人以上の減少が見込まれます。高齢化率は上昇を続け、令和

７年には、ついに、４０％台に達する見込みとなっています。 

 

■総人口及び高齢者数、高齢化率の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人口推計結果の総数を掲載しています。推計値は、令和５年９月末住基人口を基に、厚労省通知に基づき国立社会 

保障・人口問題研究所の平成３０年３月推計の生存率等を用いて推計しています。    

 R6(2024)年 R7(2025)年 R8(2026)年 R12(2030)年 R22(2040)年 

総人口   

（人） 
69,856 68,644 67,487 62,857 51,506 

65歳以上 

（人） 
27,811 27,789 27,564 26,666 23,767 

75歳以上 

（人） 
15,591 15,838 16,034 16,816 15,740 

高齢化率 39.81% 40.48% 40.84% 42.42% 46.14% 

総人口に占める 

75歳以上の割合 
22.32% 23.07% 23.76% 26.75% 30.56% 

人 

人 

人 

人 

人 人 

人 

人 

人 

人 

人 

人 

人 

人 人 
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２ 要介護者等の現状と推計  

 

（１） 要介護者等の現状 
要支援・要介護認定者数は、平成２３年から５千人を超えております。 

要支援者数はわずかに増加傾向にある一方、令和５年の要介護は４,６５４人、要支援を含めた全

体では５,７４３人、令和３年と比較して０．５４％の減少となっております。 

毎年、要介護３以上が、全体の約４０％を占めております。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

■要支援・要介護認定者数の推移と伸び率                       (単位：人)  

  R3(2021)年 R4(2022)年 R5(2023)年 

R3  →  R5 

(2021年→2023年)          

伸び率 

要支援 1 348  368  420  20.69 % 

要支援 2 620  679  669  7.90 % 

要介護 1 1,065  1,055 1,083  1.69 % 

要介護 2 1,317  1,262  1,297  △ 1.52 % 

要介護 3 1,023  1,054  980  △ 4.20 % 

要介護 4 824  790  785  △ 4.73 % 

要介護 5 577  557  509  △ 11.79 % 

合  計 5,774  5,765  5,743  △ 0.54 % 

                              資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在）  
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824 790 785 
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R3(2021)年 R4(2022)年 R5(2023)年

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

 

（人） 5,774 5,765 5,743 
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（２） 要介護者等の推計 

被保険者の推移及び要支援・要介護認定者の認定率(出現率)の実績を考慮し、要支援・要介護認定

者数を推計しました。 

推計の結果、要支援・要介護認定者は増加傾向であり、令和８年には令和６年と比較し１．１％増、 

６４人増加し、５,９７０人になると見込まれます。 

毎年、要介護３以上が、全体の約４０％を占めております。 

 

■要支援・要介護認定者数の推計                         （単位：人） 

※推計値は、令和５年９月末住基人口を基に、厚労省通知に基づき国立社会保障・人口問題研究所の平成３０年３月 

推計の生存率等を用いて推計しています。 

  R6(2024)年 R7(2025)年 R8(2026)年 R12(2030)年 R22(2040)年 

第 1号被保険者(A) 27,811 27,789 27,564 26,666 23,767 

  認定率 B/A 20.97% 21.12% 21.39% 22.59% 26.52% 

  
要介護（要支援含む） 

認定者数(Ｂ) 
5,833 5,868 5,898 6,023 6,304 

  要支援 1 423 422 421 434 458 

  要支援 2 677 678 679 693 719 

  要介護 1 1,085 1,087 1,091 1,106 1,176 

  要介護 2 1,314 1,321 1,331 1,363 1,417 

  要介護 3 1,004 1,014 1,022 1,046 1,090 

  要介護 4 806 817 823 838 880 

  要介護 5 524 529 531 543 564 

第 2号被保険者(Ｃ) 22,171 21,724 21,340 19,805 15,620 

  認定率 D/C 0.33% 0.34% 0.34% 0.33% 0.40% 

  
要介護（要支援含む） 

認定者数(Ｄ) 
73 73 72 66 63 

  要支援 1 2 2 2 2 2 

  要支援 2 5 5 5 4 5 

  要介護 1 19 19 18 17 15 

  要介護 2 20 19 20 19 17 

  要介護 3 13 14 13 11 12 

  要介護 4 11 11 11 11 10 

  要介護 5 3 3 3 2 2 

総     計 5,906 5,941 5,970 6,089 6,367 
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３ 認知症高齢者の現状と推計  

 

（１） 認知症高齢者の現状 

過去３年間の要介護認定を受けている利用者の医師の意見書に記載されている、認知症高齢者日常

生活自立度 1）をグラフにしたものです。 

認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上の方（Ⅱａ～Ｍ）は、日常生活に支障をきたすような症状や行

動が見られ、重症化が進むと意思疎通が困難な状態となり、ひとり暮らしに支障をきたすようになり

ます。 

令和３年から令和５年にかけて１７３人減少しております。 

 

■要介護認定者における認知症高齢者数の推移 

 
                                     各年３月末現在 

1）認知症高齢者日常生活自立度                                                            

認知症のある高齢者が、どれだけ独力で日々の生活を送ることができるのか、その程度をレベル分

けした基準値です。認知症高齢者の日常生活自立度判断基準は次のとおりに分類されています。 

 

 自立 日常生活自立度ⅠからMに該当しない(認知症を有さない)方 

 
Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している｡ 

 見
守
り
又
は
支
援
が
必
要 

Ⅱ(a、b) 
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰か

が注意していれば自立できる。（a=家庭外で ｂ=家庭内でも） 

Ⅲ(a、b) 
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要と

する。（a=日中を中心 ｂ=夜間を中心） 

Ⅳ 
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介

護を必要とする。 

M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 

R3(2021)年 R4(2022)年 R5(2023)年

Ⅱａ～Ｍ ① 3,737 3,725 3,564

自立～Ⅰ 2,049 2,147 2,220

65歳以上人口に占める①の割合 13.3% 13.2% 12.7%

2,049 2,147 2,220 

3,737 3,725 3,564

12.2%

12.4%

12.6%

12.8%

13.0%

13.2%

13.4%

13.6%

0
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4,000

5,000
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人 
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（２） 認知症高齢者の推計 

 認知症高齢者数は高齢化に比例し増加していくことが予想されています。 

本市の６５歳以上人口推計 2）に「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」3）に

おける認知症有病率を乗じると、令和７年では５，７２５人、令和２２年には６，０３７人となり、

６５歳以上の４人に１人が認知症高齢者になると予想されています。 

地域全体で見守り、支援する体制について、より一層の充実が求められます。 

 

■認知症高齢者の将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）６５歳以上人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）より算出 

 

3）「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」 

平成２６年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授による推計値。 

この研究によると、認知症有病率は、糖尿病有病率の増加に伴って上昇していくと推計。 

あくまで認知症有病率における推計値であり、介護認定者以外の高齢者を含む。 
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第３章 計画の基本理念と重点施策 
 

１ 基本理念 

 
（１）基本理念 
 

第８期計画の基本理念を受け継ぎ、次に掲げる基本理念のもとに策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）基本方針 
 

本計画は、本荘由利広域第９期介護保険事業計画と整合性を図りながら、第８期計画（令和３年

度～令和５年度）の延長線上に位置づけられております。（本計画は、令和７年度以降は改訂版と

なります。） 

本計画のこのような位置付けを踏まえ、前計画の基本理念を引き継ぎ、保健・医療・福祉・介護

などが連携しながら、基本理念の実現を目指し、関連施策の整備・推進を図ります。 

「地域の住民が安心して心豊かに暮らせる社会の形成」を目指す上で何よりも大切なことは、医

療や介護が必要になっても、人としての尊厳と「生きがい」を持ち、自らの能力を最大限に生かし

ながら主体的に暮らせるよう、人と人、人と社会資源がつながる地域をつくることです。 

今後ますます高齢化が進行していくなかで、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認知症高齢

者の増加も見込まれておりますが、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスが連携した

包括的な支援・サービス提供体制「地域包括ケアシステム」の機能充実・強化を図ることで、高齢

者の生活の自立や、生活の質の向上を支援し、高齢者がどのような状態になっても生きがいを持っ

て日常生活を営むことを可能とする地域を目指します。 

 

 

 

 

高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域で 

その有する能力に応じ 

自立した日常生活を営むことを可能とする 

地域づくり 
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２ 重点施策  

 

本計画の基本理念に基づくとともに、由利本荘市の他の計画との整合性を図りながら、取り組

むべき施策を明らかにするため、計画期間における重点施策を以下に示します。 
 
（１） 高齢者の自立支援、介護予防の推進 

 
住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する普及啓発、介護予防の通いの場の

充実、リハビリテーション専門職種等との連携の推進、口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の

推進、地域ケア会議の多職種連携による取り組みの推進、地域包括支援センターの強化、介護サ

ービス提供時間中の有償での取り組みも含めたボランティア活動や就労的活動による高齢者の

社会参加や生きがいづくり促進など 1）、地域の実態や状況に応じた取り組みにより、高齢者の自

立支援と介護予防を推進していきます。 

特に、高齢者の介護予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化防止の推進に当たっては、機能

回復訓練等の高齢者へのアプローチだけではなく、生活機能全体を向上させ、活動的で生きがい

のある生活を営むことができる生活環境の調整及び地域づくり等により、高齢者を取り巻く環境

へのアプローチも実践し、高齢者が生きがいを持って生活できる地域の実現を目指します。また、

効果的・効率的な取り組みとなるよう、地域支援事業に関するデータや評価指標の活用を図りな

がらＰＤＣＡサイクルに沿った取り組みを進めて参ります 2）。 

○関連頁   1）９５頁各論第７章    2）２９頁各論第３章 

   

 

（２） 地域の実情に合わせた介護サービスの充実 
 

認知症の人や高齢者が環境変化の影響を受けやすいことに留意し、認知症の人や高齢者が要

介護状態等になっても、可能な限り、住み慣れた地域で継続して日常生活を営むことができる

よう地域に密着した介護サービスの提供や 3）、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者や

その家族への支援体制 4）の整備等を一体的に推進して参ります。 

○関連頁   3）５５頁各論第４章    4）１５頁各論第１章３及び１６頁各論第１章４ 

 
 

（３） 地域における高齢者の支援体制の強化 
 

今後、単身又は夫婦のみの高齢者世帯や、医療および介護ニーズを併せ持つ慢性疾患又は認

知症等の高齢者の増加が見込まれることから、地域においてそれぞれの生活ニーズにあった住

まい、日常生活上の支援、医療、介護のほか、感染症・災害時への対応等が切れ目なく提供さ

れる体制の強化が必要となります。地域包括支援センターを中核として、医療と介護の連携の

推進、認知症施策の推進、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、地域ケア会議の充

実、高齢者の居住安定に係る施策との連携に継続して取り組んで行くことで、地域の高齢者を

包括的に支援する体制「地域包括ケアシステム」を強化 5）して参ります。 

○関連頁   5）１３頁各論第１章  
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３ 日常生活圏域の設定 

 
日常生活圏域とは、介護サービス基盤を空間的に考える基本単位です。 

本市は、東西約３２.３㎞、南北約６４.７ｋｍ、１,２０９.５９ｋ㎡の面積を有し県内最大と

なっています。南に秀峰鳥海山、東に出羽丘陵を背し、中央を一級河川子吉川が貫流して日本海に

そそぐ、山と川と海の美しい自然に恵まれた地域であり、鳥海山と出羽丘陵に接する山間地帯、子

吉川流域地帯、日本海に面した海岸平野地帯から構成され、古くから歴史的、文化的に深いつなが

りを有してきました。 

また、本荘地域を基点に国道（７号、１０５号、１０７号、１０８号）により各地域が結ばれ

ており、通勤、通院、買い物など本荘地域を核に一体的な発展を遂げてきました。 

介護サービス事業においても、旧自治体の枠にとらわれず提供されており、保健・医療・福祉

施策の充実と強化を総合的に図るため、由利本荘市を１つの日常生活圏域として設定します。 
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第１章 地域包括ケアシステムの深化・推進 
 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進と地域共生社会の実現 

 

日本において、２０２５年（令和７年）は団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となり、また、高齢

者人口がピークを迎える２０４０年（令和２２年）には、８５歳以上人口が急増し、医療・介護など様々

なニーズのある要介護高齢者が増加する一方、生産年齢人口（１５歳～６４歳）が急減することが見込

まれています。 

このような状況の中、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」

や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と社

会資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っ

ていく社会を目指す「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを進めています。 

本市では、これまでの計画の目標や施策等踏まえ、地域の包括的な支援・サービス提供体制「地域包

括ケアシステム」の更なる推進のための体制整備を図るとともに、高齢者をはじめとする誰もが、社会

で生きがいや役割もって活躍できるよう、多様な就労・社会参加ができる環境整備を進め、健康寿命の

延伸や医療・介護サービスの連携体制の強化に取り組み、支援体制を推進していきます。 
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２ 地域包括支援センターの体制整備  

 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、包括的お

よび継続的な支援を行う「地域包括ケアシステム」における中核的な機能として期待されていることか

ら、高齢者の身近なところで相談できるブランチとも連携して地域内での情報の共有を図り、介護サー

ビス利用者をはじめ、高齢者から寄せられる様々な相談にきめ細やかに対応できる総合相談体制の整備

を強化していきます。 

令和６年度からは、本荘・東由利・西目地域を対象としていた中央地域包括支援センターを２区域に

分割し、全域を北部・中央・東部・南部の4ブロック体制とし、統括として「基幹型」センターを位置

づけ、地域包括支援センターの機能強化に向けた取り組みを実施していきます。 

また、つながり・支え合いのある地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制が求められており、

多様で複合的な地域生活課題について解決できるよう、連携体制や情報共有の仕組みを構築し、関係機

関と協働して支援していきます。 

 

●地域包括支援センターの設置状況 
             由利本荘市地域包括

支援センター（基幹） 

中央地域包括 

支援センター 

東部地域包括 

支援センター 

南部地域包括 

支援センター 

北部地域包括 

支援センター 
ブランチ 

対象地域 全地域 本荘・西目 本荘・東由利 矢島・由利・鳥海 岩城・大内 ５ヵ所 

 ○関連頁   ９８頁各論第８章２（３） 

 

●地域包括支援センターの組織図 
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３ 在宅医療・介護連携の推進  

 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期

まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の

関係者との協働・連携を推進することを目的して、事業を展開しております。 

また、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進するために、地域の実情を把握・分析し

たうえで、住民や地域の医療・介護関係者と地域のめざすべき姿を共有し、医療機関と介護事業所等の

関係者との情報共有や相互理解が重要です。  

今後も、体制づくりとして、在宅医療・介護に関わる多職種 1）が連携して課題を抽出し解決策を話し

合う会議や、相互の職種を理解するための研修会を実施するとともに、医療・介護などの事業所の把握

のための資源マップ等の作成、在宅医療・介護サービスを切れ目なく一体的に提供するための体制の構

築、地域住民への普及啓発の取り組みなど、医療と介護の密接な連携による支援体制を強化します。 

1）多職種 ･･･ 医師(歯科)、保健師、薬剤師、栄養士、介護福祉士など、医療・保健・福祉に係わる専門職 
 

NO 取 組（事業） 内   容 

１ 地域の医療・介護サービス資源把

握、連携支援 

○地域の医療・介護サービス機関などの資源把握のため作成した「由利本荘市

の医療と介護のガイドマップ」の普及啓発や、資源情報の収集に努めます。 

○医療と介護の連携を円滑に進めるため「入院時情報提供書」等のツールの活

用を周知していきます。 

○在宅医療・介護連携ＩＣＴツール（ナラティブブック秋田）の活用を、

支援していきます。              

２ 在宅医療・介護連携の課題抽出と

対応の協議 

○「由利本荘市地域包括ケア推進委員会」を継続的に開催し、在宅医療・介護

連携における課題の解決策などを協議します。 

３ 在宅医療・介護関係者に関する相

談支援 

○在宅医療と介護の連携に関する相談を支援するため、相談窓口を設置し、連

携調整や情報提供等を行います。 

４ 在宅医療・介護関係者の研修の実

施 

○由利本荘医師会等と連携して行う研修会のほか、市内の医療・介護関係者が

グループワークなどを通して多職種連携について理解を深められるよう研

修会を実施します。 

５ 市民への普及啓発 ○パンフレットの作成・配布や講演会を開催し、在宅での療養が必要になった

時に必要なサービスを適切に選択できるよう理解の促進を図ります。 

○人生の最終段階におけるケアのあり方（ＡＣＰ2））や、在宅での看取りにつ

いて理解できるように、講演会やシンポジウム等啓発を行います。 

○生活の質を高めるために「あなたの今までの人生」と「これからの人生」に

ついて整理するためのノート「エンディングノート」を啓発していきます。 

 
2）ＡＣＰ ･･･ 将来の変化に備え将来の医療及びケアについて、患者さんを主体に、そのご家族や医療・ケアチームが、

繰り返し話し合いを行い、患者さんの意思決定を支援するプロセス 
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４ 認知症施策の推進  

 

高齢化の進展により、ますます増加する認知症高齢者等とその家族が、住み慣れた地域で安心して暮

らし続けることができるように、また、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日

常生活を過ごせる社会を目指し、「共生」・「予防」の観点から、医療・介護の関係機関が連携して認

知症の初期の段階から対応できる体制を推進します。 

また、認知症高齢者等やその家族が安心して気軽に集うことができる場の拡充に努めるとともに、地

域全体で認知症を正しく理解できるよう知識の普及啓発や相談支援体制の充実を図り、住み慣れた地域

で普通に暮らし続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」に取り組んでいきます。

あわせて、民間事業者や警察などとの連携により、行方不明となった認知症高齢者等の早期発見・保護

に対応できる体制を強化します。 

NO 取 組（事業） 内   容 

１ 「認知症・安心ガイドブック」の

普及促進（認知症ケアパス） 

○認知症の進行状況に合わせ、いつ、どこで、どのような医療や介護のサービ

スを受けることができるのか、相談機関や医療機関などを紹介する「由利本

荘市認知症・安心ガイドブック」を市民や関係機関に周知することで、認知

症の予防や早期発見・早期支援につなげます。 

２ 認知症初期集中支援チームによ

る認知症の人への支援 

○認知症サポート医・医療職・福祉職で構成する支援チームが認知症高齢者等

やその家族を訪問し、包括的・集中的に関わりをもち、認知症高齢者等の意

志が尊重された暮らしが続けられるよう支援します。 

３ 認知症地域支援推進員の活動促

進 

○認知症地域支援推進員の周知に努め、認知症についての相談の窓口として活

動します。また、集いの場に訪問し普及啓発に努めます。 

○認知症高齢者等やその家族が、状況に応じて必要な医療や介護等のサービス

が受けられるよう関係機関への連絡・調整を行い、支援します。 

○認知症初期集中支援チームや認知症疾患医療センター等と連携し、関係機関

等とのネットワークの形成に努めます。 

４ 認知症高齢者等見守り・SOSネッ

トワークの推進 

○認知症高齢者等が行方不明になった場合、協力者への迅速な情報提供を行

い、認知症高齢者等の早期発見・保護に役立てます。また、QRコードラベ

ルの読み取りで個人情報を開示することなく、発見・保護・家族への引渡し

までの行程を早期解決へと導くことができる「どこシル伝言板」を導入し、

体制を強化します。 

○「由利本荘市認知症高齢者等見守り・SOS ネットワーク会議」を継続的に

開催し、連携を図ります。 

○多くの人に、協力者となってもらえるよう周知に努めます。 

５ 認知症カフェ等の拠点の開設、運

営支援 

○認知症高齢者等やその家族、地域の人等だれもが地域の身近な場所で気軽に

参加できる認知症カフェ等の拠点の開設、運営を支援します。また、「本人

ミーティング」の取り組みについても支援します。 
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６ 

 

認知症の理解を深めるための普

及啓発の推進 

 

○地域や小・中学校、職域での認知症サポーター養成講座の開催により、認知

症を正しく理解する市民を増やします。 

○認知症の人への関わり方を具体的に学ぶステップアップ講座を開催すると

ともに、その受講者が支援チームをつくり、認知症の人やその家族の支援ニ

ーズに合った具体的な支援につなげる仕組み「チームオレンジ」を構築し、

地域で活躍できるよう、育成・支援を行います。 

○コグニサイズ教室や認知症予防教室等を開催し、認知機能維持に努めます。 

○世界アルツハイマーデー及び月間に認知症に関する普及・啓発イベントを開

催し、理解促進に努めていきます。 

○タッチパネルパソコンと対話方式による質問により、認知機能の低下がわか

る「タッチパネル式認知症スクリーニング機器」を活用し、認知症の予防に

努めます。 

○パソコンやスマートフォンを使って認知症を自己チェックできる「認知症初

期スクリーニングシステム」を活用し、早期発見や相談につなげていきます。 

７ 相談体制の構築 ○若年性認知症の人や認知症高齢者の相談に有効的な対応ができるよう、認知

症疾患医療センター・認知症初期集中支援チームなどの関係機関との連携体

制の充実を図ります。 

 

 
認知症サポーター養成講座の開催 
市では認知症を理解し、認知症の人や家族の応援者として地域で温かく見守る認知症サポーターを養成するため、

平成２１年度から｢認知症サポーター養成講座｣に取り組んでいます。 

主な受講者は、民生児童委員や町内会員、老人クラブ等の一般市民ですが、平成２６年度からは市内中学校の１

年生を対象に講座を開催しており、中学生にも認知症に対する正しい知識と理解の啓発を行っています。今後の取

り組みについては、認知症の人と関わる機会が多い小売業・金融機関・公共交通機関等の従業員をはじめ、子ども・

学生に対する養成講座を拡大していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
由利本荘市の認知症・安心ガイドブック 

  

由利本荘市認知症高齢者等見守り・SOSネットワーク協力事業所ステッカー 認知症サポーター養成講座受講団体ステッカー 
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５ 生活支援・介護予防サービスの充実  

 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯など生活支援を必要とする高齢者の増加に対応するため、地域支え

合い推進員（生活支援コーディネーター）の配置や協議体の運営により、地域のニーズに合った多様な

生活支援サービスを民間企業やＮＰＯ、住民等の参加により提供し、高齢者の継続的な在宅生活を支援

することが重要となります。 

今後の生活支援は、既に地域内で通常の民間事業者等によって提供されているサービスを利用する方

法のほかに、地域の助け合いによって提供される場合も想定されますが、既存の地域資源だけでは対応

できない生活支援ニーズに対しては、新たに支援の仕組みやサービスを構築する必要がありますので、

関係者による継続的な検討により整備を図ります。 

また、介護予防と健康づくりを推進し、地域の中で生きがいや社会的な役割を持ち、一人ひとりが地

域社会の担い手として活動できるよう取り組みます。 

さらに、高齢者の健康増進を図り、生き生きと穏やかに過ごせるよう、高齢者に対する保健事業と一

般介護予防事業を一体的に実施できるよう努めます。 

NO 取 組（事業） 内   容 

１ 地域支え合い推進員（生活支援コ

ーディネーター）の活動促進 

○生活支援・介護予防の充実及び高齢者の社会参加に向けて、ボランティア等

による生活支援・介護予防サービスの担い手の養成・発掘など地域資源の開

発や地域のニーズと地域支援のマッチング等を行う「地域支え合い推進員」

を配置しており、地域づくりの取り組みを進めます。 

○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福

祉法人などの多様な関係主体間の「協議体」を地域ごとに開催し、定期的な

情報共有および連携・協働による取り組みを推進します。 

２ 地域ミニデイサービスの普及促

進・活動支援 

○市民が自主的に町内会館等を利用して、高齢者の方が気軽に集う活動「地域

ミニデイサービス」の普及啓発と、活動支援を行います。また、高齢者自身

が担い手として活動することにもつなげていきます。 

３ 介護支援ボランティア制度の普

及啓発 

○高齢者が介護支援等のボランティア活動を行った際にポイントを付与し、累

計ポイントに応じた額に相当する交付金や特産品に交換できる「由利本荘市

介護支援ボランティア制度」を普及啓発することにより、高齢者自身の介護

予防の推進と、生きがいある地域の社会づくりを進めています。 

４ 介護予防・フレイル対策の事業実

施 

〇通いの場等で情報の提供や予防体操を行い、介護予防・フレイル予防の周知

に努めます。 

〇介護予防教室やフレイル予防教室を開催し、健康づくりに努めます。 

５ 保健事業と一般介護予防事業の

一体的な実施 

〇保健事業と連携し、通いの場での医療専門職による健康相談や生活習慣病予

防・フレイル予防に必要な生活習慣改善についての情報を、啓発していきま

す。 
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６ 地域ケア会議の充実  

 

地域の高齢者が尊厳を保持して、その人らしい主体的な生活を継続できるよう、高齢者のニーズに応

じた多様な社会資源の適切な活用を支援する包括的・継続的ケアマネジメントの実施が期待されていま

す。このような高齢者に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を検討するため、地域ケア会

議を開催します。 

地域ケア会議は、民生児童委員、医療機関、介護支援専門員、介護サービス事業所、ＮＰＯ、地域支

え合い推進員、市職員などの多職種・多機関が連携して、個々の高齢者に対する最適な支援方法やサー

ビスの利用などの検討を行います。 

また、個別支援の取り組みを重ねることにより、地域の実情に応じたネットワークの構築を進めると

ともに、地域の課題を把握し、高齢者福祉施策に反映させ、政策形成につなげます。 

NO 取 組（事業） 内   容 

１ 個別事例による地域ケア会議の充実 ○多くの高齢者が地域で安心して暮らせるよう、個別事例の検討を通じて

地域課題の見える化とネットワークの活用につなげます。 

２ 自立支援型地域ケア会議の実施 ○ケアプランについて、多職種の助言のもと、高齢者の生活課題の解決に

向け、自立支援の視点で取り組む内容を検討します。  

３ 地域課題の発見・把握、地域づくり・

資源開発の検討等のための地域ケア

推進会議の実施 

○地域ケア会議において個別事例検討から把握した地域課題について、イ

ンフォーマルサービスや見守り支援など地域に必要と考えられる資源

を検討します。 

 

 

７ 居住安定に係る施策との連携 

 

今後、独居の困窮者・高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まいをいかに確保するかは、老齢

期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会の実現の観点からも非常に重要な課題です。 

また、住まいは「地域包括ケアシステム」の基礎となるものであるため、地域においてそれぞれの生

活のニーズに合った住まいが提供され、かつ、その中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が

確保された生活が実現されることが、保健・医療・介護等のサービスが提供される前提となります。個々

の高齢者の状況やニーズに対応した多様な住まいの確保のため、高齢者が居住する住宅の改修の相談や、

多様化する高齢者の心身の状況や住まいのニーズに沿った情報の提供により、高齢者が安心して居住す

ることができる住まいを選択できる支援策の検討を行います。 
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８ 介護保険の指定を受けていない高齢者の住まい 

 

介護保険制度の特定施設入居者生活介護の指定を受けていない、有料老人ホーム及びサービス付き高

齢者向け住宅 3）が、多様な介護ニーズの受け皿となっている現状を踏まえ、将来に必要な介護サービ

ス基盤の整備量の見込みを適切に定めるためには、これらの入居定員総数を把握していきます。 
 

●市内の有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況 

有料老人ホーム サービス付き 
高齢者向け住宅   

2か所（定員 21名） 4か所（定員 59名） 

 特定施設入居者生活介護の指定を受けているものを除く。（令和5年9月末現在） 

3）サービス付き高齢者向け住宅･･･介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅。 
 

 

９ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び質の向上 

 

市では、２０４０年（令和２２年）までの中長期を見据えて、第９期計画期間中に必要となるサー

ビスの種類ごとの量を見込むとともに、それらを基にサービスを提供するために必要となる介護人材

の確保に向け、国や県と連携し、処遇改善、新規参入や多様な人材の活用の促進、介護の仕事の魅力

向上、職場環境の改善等のための検討を行います。 

また、新しく介護職へ就職する方の支援や、キャリアアップによる意識向上と定着を図るため、介

護支援専門員や介護福祉士の資格取得にかかる受講料等費用の一部を助成 4）してまいります。 

生活支援等の担い手については、高齢者やその家族が地域において安心して日常生活を営むことが

できるように、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）、協議体が中心となり、世代を超

えて地域住民が共に支え合う地域づくりを目指します。 

4）市独自の「資格取得支援助成金制度」です。 
 

 

１０ 災害・感染症対策に対する体制づくり 

 

近年の災害の発生状況や、感染症の流行を踏まえ、市においても「由利本荘市地域防災計画」及び

「由利本荘市新型インフルエンザ等対策行動計画」に準じて災害や感染症に対する備えを行います。 

【災 害】 

①洪水、浸水、土砂災害等の想定区域内にあり、避難確保計画策定義務のある施設・事業所の避難

確保計画策定状況等を確認するとともに、施設・事業所と連携し、災害に関する具体的計画や業

務継続計画を定期的に確認していきます。  
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②災害時要援護者のうち、特別な配慮を必要とする方が安心・安全に生活できるよう、指定の福祉

避難所と連携していきます。 

③災害時に自力避難が困難な要援護者の安否確認、避難支援などの活動ができるよう、日頃から地

域の民生児童委員や介護事業所等と連携し地域のネットワークの構築を図ります。 

【感染症】 

①介護事業所等の職員が新型コロナウィルスなどの感染症に罹患し、介護職員等が不足した場合に、

県（社会福祉協議会へ委託）と連携を図り、他の施設からの応援職員により介護サービスが維持

できるよう支援します。 

②感染症に対する備えについて、介護事業所等と連携し、訓練の実施状況や感染拡大防止策の状況、

また、感染症発生時における体制や、必要な物資の備蓄や調達体制、業務継続計画について確認

していきます。 

 

 

１１ 権利擁護の推進 

 

認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより、自らにとって必要なことを主張し

たり、一人で選択・決定することが難しい状態の方が、地域社会に参画しながらその人らしい生活を

継続できるよう、権利擁護支援と意思決定支援が必要です。 

権利擁護支援の必要な方が適切な支援を受け、安心して暮らすことができる環境につなげて行きま

す。 

（１）必要な時期に適切な権利擁護につなぐ体制の整備 

支援が必要な方を早期に把握し、適切な支援につなぐため、地域関係者のネットワークを整備

します。 

  また、研修会を実施し、支援関係者の知識の向上を図ります。 

（２）市民への啓発 

成年後見制度や相談窓口の周知に加え、将来の備えとして自身の意向を整理し、周囲に伝えて

おくことの重要性を啓発します。 

（３）高齢者虐待への対応 

虐待の早期発見、高齢者と養護者への適切な支援や介入を実施するため、介護関係職員の知識

や観察力の向上、支援関係者間で協働するネットワークの連携を推進します。 

また、民生児童委員や市民など高齢者の身近な関係者等に対し、虐待防止への理解と気づきを

促し、速やかな通報につなげるため、広く啓発します。 
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第２章 高齢者の自立支援と介護予防、 

介護給付の適正化に向けた取り組み 
 

１ 高齢者の自立支援と介護予防に向けた取り組み  

 
高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援することや、要

介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止といった介護保険制度の理念を踏ま

え、地域の実情に応じて取り組みを進めることが重要とされています。 

 

（１）高齢者の自立支援と介護予防に向けた取り組み 
   人口推計では、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に向けて高齢化率は上昇していき、第

1号被保険者数においても、８５歳以上の被保険者数が増加していきます。それに伴い２０２５年

を過ぎても認定者数も増加する見込みです。こうした背景から、生活支援の必要な高齢者は増加し

ていくことが予測されます。 

また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査１）の実施により、高齢者のリスクの発生状況として、

認知症、うつ、転倒、咀嚼機能、閉じこもりの各種リスクが高くなっていることがわかりました。

まずは、閉じこもり傾向にある高齢者に外に出てもらい様々な活動に参加してもらうことで、各種

リスクの発生状況を低下させていく必要があると考えます。 

一方で、趣味等のサークルへ参加する高齢者、地域づくりに参加意向がある高齢者も多いことが

わかりました。こうした高齢者が趣味や特技、サークル活動等を通じて地域社会と交流できる場、

これまでに得た技能や経験を活かしたボランティア活動を通じて、地域や社会を構成する一員とし

て社会貢献できる場を創出することで、高齢者の生きがいにつながると考えます。 

高齢者が参加・活動する住民主体の「通いの場」に、各種リスクを抱える高齢者、趣味等のサー

クルや地域づくりに参加意向がある高齢者に参加してもらい、参加した高齢者同士支え合うことで、

介護予防、日常生活上の支援体制の充実・強化と高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることが可

能になります。 

こうしたことから、高齢者の自立支援と介護予防の取り組みとして、高齢者自身が担い手として

活動する「通いの場」の創出と活動内容の充実に向けて取り組みを継続しながら、閉じこもり、認

知症、うつといった高齢者のリスクを軽減していきます。 

また、リハビリテーションによって、単なる心身機能等向上のための機能訓練のみならず、潜在

する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動能力を高めて家庭や社会への参加を可能にし、自立
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を促すことも重要です。このため、リハビリテーションを計画的に提供できる体制を構築すること

を検討していきます。 

  1) 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・・・要介護状態になる前の高齢者について、要介護状態となるリスクの発生状     

    況、各種リスクに影響を与える日常生活の状況を把握し、地域の抱える課題を特定する調査  

    ○関連頁  １０１頁資料編 

  

（２）通いの場とは 
  地域の高齢者の「通いの場」として、地域ミニデイサービス、サロンを開催しています。高齢者

の活動の場は様々ありますが、下記の条件を満たすものを「通いの場」として掲載しています。 

① 体操や趣味活動等を行い、介護予防に資すると市が判断する通いの場であること。 

② 通いの場の運営主体は、住民であること。 

③ 通いの場の運営について、市が財政的支援を行っているものに限らないこと。 

④ おおむね月１回以上の活動実績があること。 

 

（３）第８期計画の達成状況 
  第８期計画では、２０２５年の高齢者数、通いの場の規模を勘案して箇所数を設定しました。 

２０２５年までに必要と考えられる通いの場を創出するために、第８期計画期間中に創出するべ

き箇所数、参加率等を目標値として設定しました。 

 
R3(2021)年度 R4(2022)年度 

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

箇所数 50か所 45か所 90.0％ 53か所 46か所 86.8％ 

参加者 1,118人 726人 64.9％ 1,174人 741人 63.1％ 

高齢者人口 27,953人 28,148人 100.7％ 27,944人 28,158人 100.8％ 

参加率 4.0％ 2.6％ △1.4％ 4.2％ 2.6％ △1.6％ 

 

（４）第８期計画の自己評価結果 
【△】通いの場の個所数、参加率は、目標値より少なかったが、コロナ禍であっても参加率の維持が

できました。一部の通いの場に対し、フレイル予防講座や体操を実施したところ、「運動」「口腔」「栄

養」のいずれかが改善された割合が６５％と高く、効果が確認できました。 

【課題】 

○新規開設、継続実施においても担い手の確保が必要。 

○約２年のコロナ禍を経て、以前は当然のようにあった「地域の会館に集まる」ことへの住民の意

識が希薄化している。参加者も高齢化しつつあり、次の世代の参加者が入ってこない。担い手不

足や開催しても人が集まらないといった課題につながっている。 
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（５）中長期的な通いの場の創出目標 
 ①第９期計画では、通いの場の創出に加え、更なる通いの場の充実を図ります。 

②通いの場の創出を引き続き継続するとともに、厚生労働省の示す、参加率８％の目標値を目指し

ながら、現状を考慮した目標値の見直し、課題解決に向けた取り組みの実施により、通いの場の

増加・充実を図ります。 

●目標とする住民主体の通いの場の箇所数 

 R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 R22(2040)年度 

目標箇所数 50か所  53か所  56か所  75か所  

参加者 1,251人 1,320人 1,378人 1,902人 

高齢者人口 27,811人 27,789人 27,564人 23,767人 

参加率 4.50％ 4.75％ 5.00％ 8.00％ 

  

 【課題解決に向けて】 

  ○担い手問題が通いの場の継続を大きく左右するため、今後も検討していきます。 

○担い手同志の情報交換の機会を作り、互いに有益な情報を得る場、課題に対する検討を行う場、

担い手仲間を作る場としてもらい、担い手支援に繋げていけるようにします。 

○生活支援コーディネーターと連絡会議で情報共有し、運営方法等に不安のある自治会等への後方

支援を行います。 

○年 1回、通いの場についての説明会を実施します。 

○すべての住民に介護予防への取り組みの大切さを普及啓発することで、参加率を上げるとともに、

顔なじみの関係づくり、互助の関係づくりをすすめていきます。 

○通いの場に対し、講師派遣することで継続の必要性を説明します。 

○通いの場に対し、高齢者に対する保健事業等により、専門職による実技指導等により介護予防に

関する意識を高めることができるようにします。 

 

２ 介護給付の適正化に向けた取り組み  

 

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過

不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことであり、適切なサービスの確保とその

結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に

資するものです。 

 介護給付の適正化事業は、高齢者等が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにするとともに、限られた資源を効率的・効果的に活用するた



各論 
第 2章 高齢者の自立支援と介護予防介護給付の適正に向けた取り組み 

 
 

 

 

 
- 26 - 

めに取り組むべきものであり、これまで、「要介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「住宅改修等

の点検」、「縦覧点検・医療情報との突合」、「介護給付費通知」の給付適正化主要５事業に取り組んで

きました。第９期計画期間から、「要介護認定の適正」「ケアプラン等の点検」「医療情報との突合・縦

覧点検」の給付適正化主要３事業に再編されることから、この給付適正化主要３事業に取り組み、適

切な介護給付を継続していきます。 

 

（１）介護給付適正化主要３事業の趣旨 
①要介護認定の適正化 

本事業は、要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容について、市町村職員等

が訪問又は書面等の審査を通じて点検することにより、適切かつ公平な要介護認定の確保を図る

ために実施します。 

②ケアプラン等の点検 

 （a）ケアプランの点検 

介護支援専門員が作成した居宅サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容について、

事業者に資料提出を求め又は訪問調査を行い、市町村職員等の第三者が点検及び支援を行う

ことにより、個々の受給者が真に必要とする過不足ないサービス提供を確保するとともに、

その状態に適合していないサービス提供等の改善を図ります。 

 （b）住宅改修の点検 

改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事見積書の点検、竣工時の訪問調査等を

行って施工状況を点検することにより、受給者の状態にそぐわない不適切又は不要な住宅改

修の排除を図ります。 

 （c）福祉用具購入・貸与調査 

福祉用具利用者等に対し訪問調査等を行って、福祉用具の必要性や利用状況等について点

検することにより、不適切又は不要な福祉用具購入・貸与の排除を図るとともに、受給者の

身体の状態に応じて必要な福祉用具の利用を進めます。 

③医療情報との突合・縦覧点検 

 （a）医療情報との突合 

医療担当部署との更なる連携体制の構築を図りつつ、受給者の後期高齢医療や国民健康保

険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点

検を行い、医療と介護の重複請求の排除等を図ります。 

（b）縦覧点検 

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細書内容）等を確認し、提供

されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行い、請求内容の誤り等を早期に

発見して適切な処置を行うことにより、サービス事業者等における適正な請求の促進を図り

ます。 
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（２）主要３事業以外の介護給付適正化事業の趣旨 
①給付実績の活用による確認等 

国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）で実施する審査支払の結果から得られる

給付実績を活用し、不適切な給付や請求誤り等の多い事業者等を抽出のうえ確認等を行うことに

より、適正なサービス提供と介護費用の効率化、事業者等の指導育成を図ります。 

②介護給付費通知 

受給者本人（家族を含む）に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等を通

知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と提供を普及啓発するととも

に、自ら受けているサービスを改めて確認し、適正な請求に向けた抑制効果を図ります。 

 

（３）介護給付適正化事業の現状と課題 
      調整済み認定率が全国よりも低いことから、認定率の高さは、年齢構成によるものと考えられます

が、重度者の割合が高い点が認定調査による問題である可能性もあることから、認定調査の確認及び

標準化の必要性があります。 

また、継続的にケアマネジメントの質の向上を図るため、制度改正による様式の見直し等を含め、

基本となる事項を介護支援専門員とともに確認検証しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すと

ともに、「自立支援に資するケアマネジメント」の実践に向けた取り組みの支援を目指して、ケアプラ

ンの点検の継続が必要です。 

さらに、これまで実施してきた、「住宅改修等の点検」、「縦覧点検・医療情報との突合」、「介護給付

費通知」については、利用者、事業者等への制度周知を含めた適正な給付のため、継続的な実施が必

要です。 

 

（４）介護給付適正化事業の実施目標 
①要介護認定の適正化 

   認定調査を委託している市内の事業所１つにつき、２年に１回程度認定調査に同行し、内容の

チェックを行い、認定調査の標準化を図ります。 

②ケアプラン等の点検 

 （a）ケアプランの点検 

月１回、居宅介護支援事業所１事業所からケアプランを提出してもらい、自立支援に資する

ケアプランになっているか事業所と共同で点検を行います。点検後には、気づいた点を反映し

たプランを作成してもらい、次回のケアプラン作成に活かしてもらいます。 

  （b）住宅改修の点検 

申請書類に添付された、見積もり、図面、写真を確認し、疑義が生じた場合、関係者への

聴き取りや、現地訪問を実施します。必要に応じ、建築専門職、リハビリテーション専門職

等も同席し、確認します。 
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  （c）福祉用具購入の点検 

申請書に記載された福祉用具を必要とする理由を確認し、疑義が生じた場合、関係者への

聴き取りや、現地訪問を実施し、福祉用具の使用状況を確認します。 

（d）福祉用具貸与の点検 

要介護度が変更になっても、継続して貸与されている用具について、ケアプラン点検の対

象とし、福祉用具の使用状況や必要性を確認します。 

地域ケア会議においてケアプランを点検・確認する際には、リハビリテーション専門職等

が福祉用具貸与の必要性も確認します。 

③医療情報との突合・縦覧点検 

国保連に介護給付と医療給付の突合と縦覧点検について委託し、提供された縦覧点検一覧表、

医療情報との突合結果を確認し、不正な請求について過誤調整を行います。 

④給付実績の活用による確認等 

国保連給付適正化システムとケアプラン分析システムより提供される帳票 により居宅介護

支援事業所の傾向を把握して運営指導やケアプラン点検の参考資料とします。 

⑤介護給付費通知 

年 1回、受給者に対して前年に利用した介護サービスの種類と費用を通知し、同時に居宅介護

支援事業所、施設等へ介護給付費通知の実施を通知します。介護給付費通知の送付に当たっては、

見方の説明書きを同封するなどして、受給者が見やすいように工夫します。 
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第３章 地域支援事業 
 

１ 地域支援事業の現状  

 
地域支援事業とは、要支援・要介護状態に至る前の高齢者に対する介護予防サービスの提供、高齢

者が地域で生活を継続するためのサービス利用支援などを行う事業です。 

地域支援事業は事業内容や実施趣旨により、（１）介護予防・日常生活支援総合事業、（２）包括的

支援事業、（３）任意事業の３つから成り立ち、それらの事業の実施において中心的な役割を果たす

機関として地域包括支援センターが位置づけられています。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）は、要支援者等に対して必要な

支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、住民主体の介護予防活動の育成および支援等

を行う「一般介護予防事業」から成り立ちます。 

 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防

または要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止および地域における自立した日常生活の支援を

実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを支援し、活動的で

生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援することを目的として実施する事業

です。 

（ａ）訪問型サービス  

総合事業訪問介護サービス（従来の介護予防訪問介護）のほか、身体介護が不要なケース

に特化し、サービス内容を掃除・買い物・調理・洗濯・ごみ出しに限定した総合事業家事援

助サービス、保健師等がその者の居宅を訪問して、必要な相談・指導等を実施する訪問型専

門的指導事業を実施します。 
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  ◆総合事業訪問介護サービス 

従来の介護予防訪問介護と同様に、訪問介護員による身体介護、生活援助を行います。 

  ◆総合事業家事援助サービス 

従来の介護予防訪問介護のうち、身体介護が不要なケースに特化し、サービス内容を掃

除・買い物・調理・洗濯・ごみ出しに限定して生活援助を行います。 

  ◆訪問型専門的指導事業 

以下のような支援が必要なケースに対し、保健・医療の専門職がその者の居宅を訪問し

て、必要な相談・指導等を行います。 

  ・体力の改善に向けた支援が必要なケース ・口腔機能向上に向けた支援が必要なケース 
    

訪問型サービスの計画値と実績値をみると、総合事業訪問介護サービスは計画どおりの実施でし

たが、総合事業家事援助サービスと訪問型専門的指導事業は計画値を下回っています。これは、介

護予防ケアマネジメントにより総合事業訪問介護サービスが必要と判断された人が多かったこと

や、利用を希望する人が少なかったためです。  

●訪問型サービスの実績 

  
  R3(2021)年度 R4(2022)年度 

単位 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

総合事業訪問介護サービス  人数/年 1,860 1,858 99.9% 1,896 1,816 95.8% 

総合事業家事援助サービス 人数/年 396 173 43.7% 396 49 12.4% 

訪問型専門的指導事業  人数/年 36 0 0% 36 0 0% 

 

 

（ｂ）通所型サービス  

総合事業通所介護サービス（従来の介護予防通所介護）のほか、入浴、排泄、食事等の介

助が不要なケースに限定した総合事業生活機能向上サービス、専門職等が日常生活に支障の

ある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、プログラムを複合的に実施する

通所型専門的指導事業を実施します。 

 

◆総合事業通所介護サービス 

従来の介護予防通所介護と同様に、通所により入浴、排泄、食事等の介助を行いま

す。 

◆総合事業生活機能向上サービス 

従来の介護予防通所介護のうち、入浴、排泄、食事等の介助が不要なケースに限定

して通所型サービスを行います。 

◆通所型専門的指導事業 

以下のような支援が必要なケースに対し、保健・医療の専門職が利用者の個別性に

応じて、プログラムを複合的に実施します。 

・体力の改善に向けた支援が必要なケース・口腔機能向上に向けた支援が必要なケース 
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通所型サービスの計画値と実績値をみると、総合事業通所介護サービスは計画値を上回りました

が、総合事業生活機能向上サービスと通所型専門的指導事業は実績がありませんでした。これは、

介護予防ケアマネジメントにより総合事業通所介護サービスが必要と判断された人が多かったこ

とや、利用を希望する人がいなかったためです。  

●通所型サービスの実績 

  
  R3(2021)年度 R4(2022)年度 

単位 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

総合事業通所介護サービス  人数/年 3,324 4,187 126.0% 3,384 4,989 147.4% 

総合事業生活機能向上サービス  人数/年 168 0 0% 168 0 0% 

通所型専門的指導事業 人数/年 24 0 0% 24 0 0% 

 

（ｃ）介護予防ケアマネジメント事業  

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを 

実施します。 

   ●介護予防ケアマネジメント事業の実績 

  
  R3(2021)年度 R4(2022)年度 

単位 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

介護予防ケアマネジメント 人数/年 3,956 4,185 105.8% 4,076 4,517 110.8% 

     

●事業対象者の人数 

R3(2021)年度 R4(2022)年度 

18人 20人 

   ※事業対象者：要支援認定を受けずに基本チェックリストを実施して基準に該当し、事業対象者となった場合は、要支

援認定を受けずに「総合事業」のサービスを利用することができます。 

 

② 一般介護予防事業 

全ての高齢者を対象に介護予防の普及・啓発や高齢者の健康の保持増進を図り、高齢者自ら

が健康づくり・介護予防に取り組めるよう、自主グループの育成や住民運営の通いの場を充実

させ、地域づくりによる介護予防を推進する事業です。 

 

（ａ）介護予防把握事業 

保健・医療・福祉等の関係機関との連携や民生児童委員、家族からの連絡等により対象者を

把握します。把握した対象者には、基本チェックリストを実施し、介護予防事業等への参加を

促しています。 
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     ●介護予防把握事業の実績 

  
R3(2021)年度 R4(2022)年度 

 男 女  男 女 

要介護認定の担当部局との連携 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

本人・家族からの相談 8人 2人 6人 11人 3人 8人 

合計 8人 2人 6人 11人 3人 8人 

 

（ｂ）介護予防普及啓発事業  

介護予防に役立つ基本的な知識の普及啓発のため、介護予防に関するパンフレットの配布や

講演会、相談会、介護予防教室等を開催していますが、コロナ禍でもあり、計画値を下回りま

した。 

     ●介護予防普及啓発事業の実績 

  
  R3(2021)年度 R4(2022)年度 

単位 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

パンフレット等の作成・配布 人数/年 3,600 1,287 35.8% 3,600 1,642 45.6% 

講演会や相談会の開催 人数/年 4,800 1,614 33.6% 4,800 2,047 42.6% 

介護予防教室等の開催 人数/年 2,885 1,664 57.7% 3,085 1,802 58.4% 

 

（ｃ）地域介護予防活動支援事業  

年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することので

きる介護予防活動の地域展開を目指して、住民主体の通いの場等の活動を効果的かつ効率的に

実施しています。 

 

◆介護予防に資する多様な地域活動組織の育成および支援 

地域住民が自主的に集まる通いの場において交流を通し、高齢者の社会参加の推進と介

護予防、日常生活上の支援体制の充実を一体的に推進します。 

地域の介護予防活動に取り組む地域団体等の活動を支援し、通いの場を増やすことで、

高齢者の自立支援と介護予防を推進します。 

・地域ミニデイサービス事業 

◆社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施 

地域においてボランティアとして社会参加活動に参加していただくことで、高齢者自身

の介護予防、生きがいづくり、社会参加活動の推進を図ります。 

・介護支援ボランティア事業 

◆その他  

・介護予防ポイント制度事業 
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     社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施と一緒に進めてきましたが、コロナ禍で

もあり、計画値を下回りました。 

    ●地域介護予防活動支援事業の実績 

  
  R3(2021)年度 R4(2022)年度 

単位 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

地域活動組織の育成・支援 人数/年 800 623 77.9% 850 580 68.2% 

社会参加活動を通じた地域活動 人数/年 151 8 5.3% 160 8 5.0% 

介護予防に資する取り組みへの参加や、ボラン

ティア等へのポイント付与 
人数/年 151 8 5.3% 160 8 5.0% 

 

●ミニデイサービスの実施状況 

 本荘 矢島 岩城 由利 大内 東由利 西目 鳥海 合計 

R3(2021)年度 5 9 3 4 9 1 2 2 35カ所 

R4(2022)年度 4 8 2 3 9 2 2 2 32カ所 

 

   ●介護支援ボランティア登録状況  

R3(2021)年度 R4(2022)年度 

登録事業所 登録者 登録事業所 登録者 

85カ所 60人 83カ所 85人 

 

（ｄ）一次予防事業評価事業  

介護予防に関するボランティア等の人材育成の研修や介護予防を推進する地域活動組織の

育成、支援の事業等の評価を実施しています。 

 

（２）包括的支援事業 
包括的支援事業は、総合相談支援事業、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントなどで構成

され、地域包括支援センターで実施しています。 

さらに、２０２５年（令和７年）に向けた地域包括ケアシステム構築のため、在宅医療・介護連

携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備、地域ケア会議の推進に取り組んでい

ます。 

 

① 総合相談支援事業 

地域包括支援センターの３職種を中心に、住民の各種相談を幅広く受け付けるとともに、相

談・苦情の受付などについても窓口となって対応し、健康や介護サービスなどに関する住民の

不安や不満を解消するよう、住民の立場に立ったきめ細かい対応に努めています。さらに、地

域における様々なサービス等の利用のつなぎ機能などの継続的・専門的な相談支援を行い、制

度横断的かつ多面的な支援を展開していきます。 
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② 権利擁護事業 

認知症等により判断能力が十分でない人が、金銭の管理不十分、不当な契約の強要などによ 

って、被害を受けるケースが増えています。また、家族など、身近な人による虐待や人権侵害 

が問題となるケースもあり、そのような人が地域において安心して自立した生活を送れるよう 

支援しています。地域包括支援センターでは、社会福祉士を中心に、高齢者の権利擁護業務と 

して、成年後見制度に関する情報の提供、成年後見に取り組む団体等の紹介などを行い、制度 

の利用促進を図っています。 

さらに、高齢者等の虐待を早期発見し、そのような環境から高齢者等を救うため、地域の関 

係者によるネットワークの構築に取り組んでいます。 

 

③ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

地域包括支援センターの主任介護支援専門員を中心に、高齢者一人ひとりの状態の変化に対応

した長期的ケアマネジメントを実施しています。 
      
◆日常的個別相談・指導 

・地域の介護支援専門員の相談に応じ、ケアプラン作成等の技術的な指導を行います。 

  ◆支援困難事例への指導助言 

・地域の介護支援専門員が個々では解決しきれない支援困難事例、生活全般への苦情

相談を抱え込まないよう、指導、助言します。 

・困難なケースについては、介護支援専門員と同伴訪問しながら係わっていきます。 

◆地域の介護支援専門員のネットワーク構築 

・地域の介護支援専門員の日常的な業務の支援のため、介護支援専門員のネットワー

クをつくり、その活用と介護支援専門員の資質向上を図っています。 

・地域ケア会議や地域支え合いネットワーク会議を充実します。 

・介護支援専門員連絡協議会や主任介護支援専門員フォローアップ研修会を開催し 

資質向上を図ります。 

◆長期継続ケア 

・医療を含めた多職種連携の実現を図ります。 

 

●包括的支援事業の実績 

  
R3(2021)年度 R4(2022)年度 

件数 件数 

総合相談支援事業 6,120件 6,118件 

権利擁護事業 128件 119件 

包括的・継続的マネジメント事業 1,180件 1,039件 
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④ 在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生 

の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と 

介護事業所等の関係者の連携を推進しています。    

●在宅医療・介護連携推進事業の実績 

  
R3(2021)年度 R4(2022)年度 

回数 回数 

医療・介護・福祉等多職種会議 1回 1回 

医療・介護関係者の研修 3回 2回 

 

 

⑤ 生活支援体制整備事業 

   各地域に生活支援等の体制整備に向けた調整役として「地域支え合い推進員（生活支援コー 

ディネーター）」を配置し、また、地域で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくりを目 

的とし、定期的な情報共有・連携強化の場として「協議体」を設置しており、町内会・自治会、 

ＮＰＯ法人、ボランティア、民間企業等様々な生活支援サービスを担う事業主体と連携しなが 

ら、多様な日常生活上の支援体制の充実と高齢者の社会参加を一体的に推進しています。 

●地域支え合い推進員と協議体 （令和 5年 9月末現在） 

 基幹包括 本荘 矢島 岩城 由利 大内 東由利 西目 鳥海 

地域支え合い推進員 2人 2人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 

協議体 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 

 

⑥ 認知症総合支援事業 

   認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよ 

う、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置しており、早期診 

断・早期対応に向けた支援体制の構築を推進しています。また、認知症の人や家族に対する専 

門的な相談支援や関係機関と連携し、事業の企画・調整を行う役割として、認知症地域支援推 

進員を配置し、認知症支援体制の充実を推進しています。 

●認知症総合支援事業の実績 

  
R3(2021)年度 R4(2022)年度 

チーム、員数 相談・支援数 チーム、員数 相談・支援数 

初期集中支援 1チーム 2件 1チーム 2件 

地域支援推進 11人 6回 10人 5回 
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●認知症初期集中支援チーム員と認知症地域支援推進員（令和 5年 9月末現在） 

認知症初期集中支援チーム員 

（医療系・福祉系） 
認知症地域支援推進員 

9人 6人 

●認知症カフェの設置数 

R3(2021)年度 R4(2021)年度 

5カ所 7カ所 

 

⑦ 地域ケア会議推進事業 

  地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が

必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援するため、個別ケースを検討する

個別地域ケア会議と地域の課題を検討する地域ケア推進会議を開催しています。 

●地域ケア会議推進事業の実績 

  
R3(2021)年度 R4(2022)年度 

回数 回数 

地域ケア個別会議 84回 90回 

地域ケア推進会議 1回 1回 
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（３）任意事業 
任意事業では、介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業などを実施し、高齢者の生活を支

える地域づくりを進めています。 

 

① 介護給付等費用適正化事業 

制度趣旨や良質な事業展開のために必要な情報の提供などにより、利用者に適切なサービスを

提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付費の適正化を図りました。要介護認定・ケアマ

ネジメント・介護報酬請求の各分野において効果があると見込まれる要介護認定調査のチェック、

ケアプラン点検、住宅改修等の点検、介護給付費通知、医療情報との突合等を実施しています。 

●介護給付等費用適正化事業の実績 

  
  R3(2021)年度 R4(2022)年度 

単位 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

要介護認定調査状況チェック 人数/年 15 16 106,6％ 15 25 166.6％ 

ケアプラン点検 人数/年 12 9 75.0％ 12 9 75.0％ 

住宅改修等の点検 人数/年 6 2 33.3％ 6 2 33.3％ 

介護給付費通知 人数/年 4,950 4,898 98.9% 4,950 4,844 97.9% 

医療情報等の突合等 人数/年 12 270 2250.0％ 12 253 2108.3％ 

 

② 家族介護支援事業 

介護者の支援、負担軽減などを目的とし、要介護認定者の家族を支援するための事業を実施

しています。 

◆家族介護教室 

高齢者の介護をしている家族を対象に、介護の知識と技術の習得を目的に開催します。 

・家族介護教室 

◆認知症高齢者見守り事業 

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした認知症に関する広報・啓

発活動を行います。 

・由利本荘市認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク 

・認知症・安心ガイドブックの普及 

・タッチパネル式スクリーニング 

・認知症初期スクリーニングシステム 

◆家族介護継続支援事業 

介護による家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図ります。 

・家族介護用品支給事業、家族介護者交流事業 
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     ●家族介護支援事業の実績 

  
  R3(2021)年度 R4(2022)年度 

単位 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

家族介護教室 人数/年 420 214 51.0% 420 155 36.9% 

認知症高齢者見守り事業 人数/年 650 168 25.8% 670 219 32.7% 

介護用品支給事業 人数/年 35 27 77.1% 35 36 102.9% 

家族介護者交流事業 人数/年 131 131 100% 131 131 100% 

  

 

●認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク登録状況（令和 5年 9月末現在） 

登録事業所 登録者 

105カ所 25人 
 

 

③ その他の事業 

介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業以外に、任意事業として以下の事業を実施しま

した。介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業以外に以下の事業を実施しています。 

      

◆成年後見制度利用支援事業 

市長申立て等に係る低所得の高齢者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費や成年

後見人等の報酬の助成等を行います。また、市長申立てに限らず、本人申立て、親族申立

て等についても相談対応しています。 

◆福祉用具・住宅改修支援事業 

福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供や、住宅改修に関する助言を行うとともに、

住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合の経費を助成します。 

◆認知症サポーター等養成事業 

認知症サポーター養成講座の企画・立案および実施を行うキャラバン・メイトを養成す

るとともに、地域や職域において、認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成し

ます。 

◆地域自立生活支援事業 

高齢者の地域における自立した生活の継続を図るため、食の自立支援（配食サービス）

により高齢者の状況を定期的に把握します。 
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   ●家族介護支援事業の実績 

  
  R3(2021)年度 R4(2022)年度 

単位 計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

成年後見人制度利用支援 人数/年 1 0 0 1 0 0 

住宅改修支援 人数/年 10 3 30.0% 10 5 50.0% 

認知症サポーター等養成 人数/年 1,000 609 60.9% 1,000 651 65.1% 

地域自立生活支援（配食） 人数/年 75 118 157.3% 75 113 150.7% 

  

 

●認知症サポーターの人数 

R3(2021)年度 R4(2022)年度 

11,879人 12,500人 

 

 

 

（４）地域支援事業費の計画値と実績値の比較 
   第８期計画期間の令和３年度および令和４年度における地域支援事業費の計画値と実績値を

比較すると、令和３年度は対計画比が１００．１％、令和４年度は対計画比が１０６．４％と実

績値が計画値よりも上回っています。 

 

●地域支援事業費の計画値と実績値 （単位：千円） 

  

  

R3（2021）年度 R4（2022）年度 

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 

介護予防・日常生活支援総合事業費 145,820 156,473 107.3% 148,612 170,615 114.8% 

 介護予防・生活支援サービス事業費 129,223 143,512 111.1% 131,524 157,503 119.8% 

 一般介護予防事業費 16,597 12,961 78.1% 17,097 13,112 76.7% 

包括的支援事業費  143,407 133,123 92.8% 143,458 141,743 98.8% 

総計 303,092 303,487 100.1% 305,944 325,544 106.4% 
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２ 地域支援事業の展開  

 

地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」という。）となる

ことを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する

ことを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援

体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するもので

す。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

 
介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）は、要支援者または、総合事業

対象者（以下「要支援者等」という。）に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支援サービス

事業」と、住民主体の介護予防活動の育成および支援等を行う「一般介護予防事業」から成り立っ

ています。 

総合事業では、従来、介護予防訪問介護および介護予防通所介護により提供されていた専門的な

サービスに加え、生活支援体制整備事業等により住民主体の支援等の多様なサービス、一般介護予

防事業の充実を図り、市町村の独自施策や地域において民間企業により提供される生活支援サービ

スも活用することにより、要支援者等の能力を最大限に活かしつつ、要支援者等の状態等に応じた

サービスが選択できるようにすることが重要とされています。その際、新たに総合事業によるサー

ビスを利用する要支援者等については、住民主体の支援等の多様なサービスの利用が可能となるよ

う体制を整えた上で、その利用促進を図っていくことが重要とされています。 

市では、２０１７年（平成２９年）４月より総合事業を実施しています。第９期計画期間におい

ては、以下のとおり事業を実施していきます。 
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① 介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防また

は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施する

ことにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを支援し、活動的で生きがいのあ

る生活や人生を送ることができるように支援することを目的として実施する事業です。 

 

（ａ）訪問型サービス  

総合事業訪問介護サービス（従来の介護予防訪問介護）のほか、身体介護が不要なケースに特

化し、サービス内容を掃除・買い物・調理・洗濯・ごみ出しに限定した総合事業家事援助サービ

ス、保健・医療の専門職がその者の居宅を訪問して、必要な相談・指導等を実施する訪問型専門

的指導事業を実施します。 

 

◆総合事業訪問介護サービス 

従来の介護予防訪問介護と同様に、訪問介護員による身体介護、生活援助を行います。 

◆総合事業家事援助サービス 

従来の介護予防訪問介護のうち、身体介護が不要なケースに特化し、サービス内容を

掃除・買い物・調理・洗濯・ごみ出しに限定して生活援助を行います。 

◆訪問型専門的指導事業 

以下のような支援が必要なケースに対し、保健・医療の専門職がその者の居宅を訪問

して、必要な相談・指導等を実施します。 

・体力の改善に向けた支援が必要なケース 

・健康管理の維持・改善が必要なケース 

・閉じこもりに対する支援が必要なケース 

 

 

●訪問型サービスの見込み 

訪問型サービス 

（第 1号訪問事業） 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

人数／月 回数／月 人数／月 回数／月 人数／月 回数／月 

総合事業 

訪問介護サービス 
172人  1,020回  175人  1,036回  177人 1,049回  

総合事業 

家事援助サービス 
4人  24回  4人  24回  4人  24回  

訪問型 

専門的指導事業 
3人  3回  3人  3回  3人  3回  

計 179人  1,047回  182人  1,063回 184人  1,076回  
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（ｂ）通所型サービス 

総合事業通所介護サービス（従来の介護予防通所介護）のほか、入浴、排泄、食事等の介助が

不要なケースに限定した総合事業生活機能向上サービス、保健・医療の専門職が日常生活に支障

のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、プログラムを複合的に実施する通

所型専門的指導事業を実施します。 

 

◆総合事業通所介護サービス 

従来の介護予防通所介護と同様に、通所により入浴、排泄、食事等の介助を実施しま

す。 

◆総合事業生活機能向上サービス 

従来の介護予防通所介護のうち、入浴、排泄、食事等の介助が不要なケースに限定し

て通所型サービスを行います。 

◆通所型専門的指導事業 

以下のような支援が必要なケースに対し、保健・医療の専門職が利用者の個別性に応

じて、プログラムを複合的に実施します。 

・体力の改善に向けた支援が必要なケース 

・健康管理の維持・改善が必要なケース 

・閉じこもりに対する支援が必要なケース 

 

●通所型サービスの見込み 

通所型サービス 

（第 1号通所事業） 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

人数／月 回数／月 人数／月 回数／月 人数／月 回数／月 

総合事業 

通所介護サービス 
580人  2,841回 590人 2,887回  597人 2,925回  

総合事業生活機能

向上サービス 
15人 2回 15人 2回 15人 2回 

通所型 

専門的指導事業 
1人 4回 1人 4回 1人 4回 

計 596人  2,847回  606人  2,893回  613人  2,931回  
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（ｃ）介護予防支援事業  

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメント（必

要な援助）を実施していきます。  

 

介護予防ケア 

マネジメント事業 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

人数／月 人数／月 人数／月 

介護予防ケア 

マネジメント事業 
436人 466人 496人 

 

事業対象者 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

人数 人数 人数 

事業対象者 18人 18人 18人 

 

② 一般介護予防事業 

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人

と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進す

るとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援

に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築する

ことにより、介護予防を推進していきます。 

 

（ａ）介護予防把握事業 

      次に掲げる方法等により、地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、 

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげていき 

ます。 

   （ア） 要介護認定及び要支援認定の担当部局との連携による把握 

（イ） 訪問活動を実施している保健部局との連携による把握 

（ウ） 医療機関からの情報提供による把握 

（エ） 民生児童委員等地域住民からの情報提供による把握 

（オ） 地域包括支援センターの総合相談支援業務との連携による把握 

（カ） 本人、家族等からの相談による把握 

（キ） 特定健康診査等の担当部局との連携による把握 

（ク） 高齢者保健事業等の担当部局との連携による把握 

（ケ） 重層的支援体制整備事業等の担当部局との連携による把握 

●介護予防ケアマネジメント事業の見込み 

●事業対象者の見込み 
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（ｂ）介護予防普及啓発事業  

    以下の事業により介護予防の普及・啓発に努めます。 

   （ア）介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布 

   （イ）介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための講演会や相談会等の開催 

   （ウ）介護予防の普及啓発に資する運動・栄養・口腔等に係る介護予防教室、コグニサイズ教室 

やフレイル予防教室の開催 

●介護予防普及啓発事業の見込み 

介護予防 

普及啓発事業 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 

パンフレット等の 

作成・配布 
 1,200人  1,200人  1,200人 

講演会や相談会の 

開催 
220回 1,200人 220回 1,200人 220回 1,200人 

介護予防教室等の 

開催 
166回 2,370人 166回 2,370人 166回 2,370人 

計 386回 4,770人 386回 4,770人 386回 4,770人 

（ｃ）地域介護予防活動支援事業 

     年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することので

きる介護予防活動の地域展開を目指して、住民主体の通いの場等の活動を効果的かつ効率的に

支援していきます。 

 

◆介護予防に資する多様な地域活動組織の育成および支援 

地域住民が自主的に集まる通いの場において交流を通し、高齢者の社会参加の推進と

介護予防、日常生活上の支援体制の充実を一体的に図ります。 

地域の介護予防活動に取り組む地域団体等の活動を支援し、通いの場を増やすととも

に、高齢者に対する保健事業等と、一体的に実施することで、通いの場に医療専門職に

よる実技指導等を取り入れ、高齢者の自立支援と介護予防を推進していきます。 

・地域ミニデイサービス事業 

 ◆社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施 

地域においてボランティアとして社会参加活動に参加していただくことで、高齢者自

身の介護予防、生きがいづくり、社会参加活動を推進していきます。 

・介護支援ボランティア事業 

     ◆介護予防に資する取組への参加やボランティア等へのポイント付与 

ボランティア等へ高齢者の外出意欲を高め、積極的に介護予防の取り組みに参加して

いただくことで、介護予防の推進を図るとともに、ポイント付与による就労的活動支援

も実施していきます。 
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●地域介護予防活動支援事業の見込み 

地域介護予防活動支援事業 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

人数 人数 人数 

介護予防に資する地域活動組織の 

育成及び支援 
900人 900人 900人 

社会参加活動を通じた介護予防 

に資する地域活動の実施 
179人 179人 179人 

介護予防に資する取り組みへの参加や

ボランティア等へのポイント付与 
179人 179人 179人 

計 1,258人 1,258人 1,258人 

（ｄ）一般介護予防事業評価事業 

     目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全

体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を図ります。 

年度ごとに、事業評価項目により、事業の適切な手順、過程、創意工夫など、プロセス評価

を中心としながら、アウトカム指標についても評価を実施します。 

 
 

（２）包括的支援事業 

 
包括的支援事業については、①総合相談支援業務、②権利擁護業務、③包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援業務を、地域包括支援センターの必須事業としており、そのうち総合相談支援業務に

ついては相談件数が多く、内容も多様化してきています。 

これらについては地域包括支援センターの３職種（主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士）

の機能を発揮して対応を図り、地域の高齢者の生活支援に努めます。 

さらに、地域包括支援センターは２０２５年（令和７年）を目途とした「地域包括ケアシステム」

の実現にむけた中核機関としての役割を期待されていることから、生活支援サービスの基盤整備や

在宅医療・介護連携推進を図り、医療や介護、福祉等のサービスを有機的につなげ、支援を必要と

する高齢者の状態に応じた切れ目のない対応を可能とすることを目指します。 

 

① 総合相談支援事業 

  地域包括支援センターの３職種を中心に、住民の各種相談を幅広く受け付けるとともに、相談・

苦情の受付などについても窓口となって対応します。健康や介護サービスなどに関する住民の不

安や不満を解消するよう、住民の立場に立ったきめ細かい対応に努めています。さらに、地域に

おける様々なサービス等の利用のつなぎ機能などの継続的・専門的な相談支援を行い、制度横断

的かつ多面的な支援を展開しています。 
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② 権利擁護事業 

  認知症等により判断能力が十分でない人が、金銭の管理不十分、不当な契約の強要などによっ

て、被害を受けるケースが増えています。また、家族など、身近な人による虐待や人権侵害が問

題となるケースもあり、そのような人が地域において安心して自立した生活を送れるよう支援し

ています。地域包括支援センターでは、社会福祉士を中心に、高齢者の権利擁護業務として、成

年後見制度に関する情報の提供、成年後見に取り組む団体等の紹介などを行い、制度の利用促進

を図っています。さらに、高齢者等の虐待を早期発見し、そのような環境から高齢者等を救うた

め、地域の関係者によるネットワークの構築に取り組んでいます。 

   成年後見制度の利用促進に係る基本事項を示した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」

が平成２８年５月に施行され、国の基本計画を勘案し、市において「成年後見制度利用促進基本

計画」を策定しています。 

令和６年度より、成年後見制度の中核機関として「権利擁護センター」を設置しており、関係団

体、関係部局等が連携して権利擁護支援に関する取り組みを進めていきます。 

   

③ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

  高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の

関係機関等の連携、在宅と施設の連携など、地域において、多職種相互の協働等により連携し、

個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネ

ジメントが重要であり、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する

支援等を行います。 

 

◆介護支援専門員の日常的個別相談・指導 

地域の介護支援専門員の相談に応じ、ケアプラン作成等の技術的な指導を行います。 

◆支援困難事例への指導助言 

地域の介護支援専門員が個々では解決しきれない支援困難事例、生活全般への苦情相 

談を抱え込まないよう、指導、助言を行います。 

◆地域の介護支援専門員のネットワーク構築 

地域の介護支援専門員の日常的な業務の支援のため、介護支援専門員のネットワーク 

を構築し、その活用と介護支援専門員の資質向上を図ります。 

介護支援専門員連絡協議会との合同研修会、主任介護支援専門員フォローアップ研修で

資質向上を図ります。 

◆包括的・継続的なケア体制の構築 

医療を含めた多職種連携体制を構築し、関係機関間の連携を支援します。 
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④ 在宅医療・介護連携推進事業 

  医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の 

最期まで続けることができるよう、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため、住 

民や地域の医療・介護関係者と地域のめざすべき姿を共有しつつ、以下の内容をとおして、医療 

機関と介護事業所等の関係者の連携を推進します。 

地域包括ケアシステムの実現に向けて、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築のため、 

地域のめざすべき姿を設定し、医療・介護関係者と共有した上で、地域の実情に応じ、取り組み 

内容の充実を図りつつ、（ａ）～（ｃ）のＰＤＣＡサイクルに沿った取り組みを進めます。 

 

（ａ）現状分析・課題抽出・施策立案（計画） 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

地域の医療機関、介護事業所等の機能等の社会資源及び在宅医療・介護サービス利用者の情

報を把握します。 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

医療、保健、介護、福祉等の多職種が参加する「地域包括ケア推進委員会」を開催し、在宅

医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行います。 

（ウ）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築の推進 

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供され

る体制の構築に向けて必要となる具体的取組を企画・立案します。 

 

（ｂ）対応策の実施 

（ア）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

地域の在宅医療・介護の連携を支援する相談窓口「在宅医療・介護連携支援センター（地域

包括支援センター）」設置し、地域の医療・介護関係者等からの、在宅医療・介護連携に関す

る事項の相談を受け付けます。 

（イ）地域住民への普及啓発 

在宅医療・介護連携に関する「看取り」や「認知症」等をテーマとした講演会やシンポジウ

ム等の開催、在宅医療・介護 サービスに関するパンフレットの作成・配布、ウェブサイトの

作成等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進します。 

 （ウ）医療・介護関係者の情報共有の支援、知識の習得等のための研修などの地域の実情に応じた

医療・介護関係者の支援 

下記に掲げるⅰやⅱなど、地域の医療・介護関係者との協働・連携を深めるための医療・介

護関係者への支援を実施します。 

ⅰ 在宅での看取り、急変時、入退院時にも活用できるような情報共有ツールとして「入院時情報
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提供書」を作成しており、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援します。 

ⅱ 地域の医療・介護関係者の連携を図るため、多職種でのグループワーク等の協働・連携に

関する研修を行います。 

 

（ｃ）対応策の評価の実施、改善の実施 

立案時に評価の時期や指標を定めておき、実施した対応策について、それに基づき評価を行 

います。 

 

⑤ 生活支援体制整備事業 

  単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみ 

ならず、ＮＰＯ法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地 

縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、民生児童委員等の生活支援サービスを担 

う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の 

推進を一体的に図って行きます。 

各地域に生活支援等の体制整備に向けた調整役として「地域支え合い推進員」を配置し、また、 

地域で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくりを目的とし、定期的な情報共有・連携強 

化の場として「協議体」を設置し、高齢者が在宅生活を継続していくために必要となる生活支援 

サービスの提供体制の構築を進めていきます。 

 

⑥ 認知症総合支援事業 

  今後の認知症施策の基本目標は、認知症になっても本人の意思が尊重され、可能な限り住み慣 

れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会の実現を目指すことです。 

認知症には早期の段階からの適切な診断と対応、認知症に関する正しい知識と理解に基づく本人 

や家族への支援など総合的かつ継続的な支援体制を確立していく必要があります。 

そのため、地域支援事業として以下の事業を実施します。 

（ａ）認知症初期集中支援推進事業 

   専門医や保健師・介護福祉士等により構成され、認知症の早期診断・早期対応を行う「認知 

症初期集中支援チーム」を配置し、認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、 

家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行います。 

（ｂ）認知症地域支援・ケア向上事業 

   認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービスおよび地域の支援機関をつなぐコー 

ディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、認知症カフェの運営立ち上 

げ支援や、グループホーム等認知症に特化した事業所が認知症の方やその家族の相談支援を行 

う機関として機能するよう働きかけを行います。 

（ｃ）認知症カフェ普及支援事業 

   認知症の方やその家族、地域住民、介護・福祉等の専門職が気軽に集い、情報交換や相談で 

きる場所「認知症カフェ」を自主的に運営する取り組みを支援します。 
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 （ｄ）認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 

    認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けていくことができるよう、 

認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みを 

整備し、認知症施策推進大綱に掲げた「共生」の地域づくりを推進していきます。 

 

⑦ 地域ケア会議推進事業 

       地域ケア会議について、個別の検討を通じて、医療との連携を強化し多職種協働によるケアマ 

ネジメント支援を行うとともに地域のネットワーク構築につなげるなどの実効性のあるものと 

し、個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくり等に結び付けていけるよう推進し 

ていきます。 

 

（３）任意事業 

 

① 介護給付等費用適正化事業 

    介護給付等費用適正化事業として、主要３事業である要介護認定の適正化（介護認定調査状況チェッ

ク）、ケアプラン点検、医療情報との突合等を引き続き実施し、介護給付に要する費用の適正化を図る

とともに、利用者本位の質の高い介護サービスを提供するための事業を実施します。 

●介護給付費等費用適正化事業の見込み 

介護給付等費用適正化事業 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

人数 人数 人数 

要介護認定の適正化 
（介護認定調査状況チェック） 

15人 15人 15人 

ケアプラン等の点検 18人 18人 18人 

医療情報との突合・縦覧点検 270人 270人 270人 

計 303人 303人 303人 

 

② 家族介護支援事業 

    家族介護支援事業として、家族介護教室、認知症高齢者等見守り事業、家族介護継続支援事業 

を実施しており、そのうち認知症高齢者等見守り事業では、認知症に対する広報、啓発活動、徘 

徊高齢者等を早期に発見できる仕組み「由利本荘市高齢者等見守りSOSネットワーク」の見守り 

体制を構築しており、さらなる強化をすすめます。 

    併せて、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らし続け、また、認知症の方やその家族 

が安心できるよう、状態に応じた適切なサービス提供のながれとする「認知症・安心ガイドブッ 

ク」の普及を推進していきます。 
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    また、家族介護継続支援事業として介護用品の支給と家族介護者の交流事業の実施を計画して 

います。 

 

◆家族介護教室 

高齢者の介護をしている家族を対象に、介護の知識と技術の習得を目的に開催し

ます。 

・家族介護教室 

◆認知症高齢者見守り事業 

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした認知症に関する広

報・啓発活動を行います。 

・由利本荘市認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク 
・認知症・安心ガイドブックの普及 
・タッチパネル式認知症スクリーニング 
・認知症初期スクリーニングシステム 

◆家族介護継続支援事業 

介護による家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図ります。 

・家族介護用品支給事業 

          家庭で高齢者を介護している家族の方に、紙おむつ等の介護用品を支給します。 

・家族介護者交流事業 

家庭で高齢者を介護している家族を対象に交流会等を開催し、参加者同士で交流 

をしながら心身の疲れを癒やしてもらいます。 

 

●家族支援事業の見込み 

家族介護支援事業 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 

家族介護教室  27回 165人 27回 165人 27回 165人 

認知症高齢者 

見守り事業 
82回 950人 82回 950人 82回 950人 

家族介護用品支給 

事業 
250回 35人 250回 35人 250回 35人 

家族介護者交流 

事業 
19回 131人 19回 131人 19回 131人 

計 378回 1,281人 378回 1,281人 378回 1,281人 

 

③ その他事業 

   その他事業として成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、認知症サポーター

養成事業、ネットワーク形成事業（配食）を実施していきます。 
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◆成年後見制度利用支援事業 

市長申し立て等に係る低所得の高齢者に対し、成年後見制度の申し立てに要する

経費や成年後見人等の報酬の助成を行います。また、市長申し立てに限らず、本人

申し立て、親族申し立て等についても相談対応していきます。 

◆福祉用具・住宅改修支援事業 

福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供や、住宅改修に関する助言を行うと

ともに、受託改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合の経費を助成してい

きます。 

◆認知症サポーター等養成事業 

認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養

成するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーター

を養成します。また、認知症の人への関わり方を具体的に学ぶステップアップ講座

を開催するとともに、その受講者が具体的な支援につなげる仕組み「チームオレン

ジ」として活躍できるよう、育成・支援を行います。 

◆地域自立生活支援事業 

        高齢者の地域における自立した生活の継続を図るため、食の自立支援（配食サービス） 

により高齢者の状況を定期的に把握します。 

 

 

●その他事業の見込み 

その他事業 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

人数 人数 人数 

成年後見制度利用支援 1人 1人 1人 

住宅改修支援（理由書作成） 10人 10人 10人 

認知症サポーター等養成 1,000人 1,000人 1,000人 

地域自立生活支援（配食） 113人 113人 113人 

計 1,124人 1,124人 1,124人 

 

認知症サポーターの人数 

R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

14,000人 15,000人 16,000人 
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（４）その他の相談体制 

  
① 高齢者心配ごと相談事業 

 

 介護予防・地域支え合いサービスにおける取り組みを支援し、地域における高齢者支援のサービ

スの充実・強化体制整備等を図るため、高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置してお

ります。 

近年、「老人福祉」「生計」「人権・法律」「財産」「健康・保健・衛生」など多岐にわたり法律的

な相談が多くなってきております。 

今後も社会福祉協議会と連携し、心配ごと・法律相談などの相談窓口を充実させ、市民相談室等

とも連携しながら、現在の相談支援体制を進めていきます。 

 

●高齢者心配ごと相談事業の実施状況と今後の実施見込み 

  R3(2021)年度 R4(2022)年度 R5(2023)年度 R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 

利用者数（人） 907 510 600 500 500 500 

※令和３・４年度は実績値。令和５年度は見込み値。 
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３ 地域支援事業に要する費用の額  

 

（１）地域支援事業の見込み 

第９期計画期間である２０２４年度（令和６年度）から２０２６年度（令和８年度）までに

ついて、地域支援事業費を以下のように見込みます。 

事  業  名   R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 合計 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

介護予防・生活支援サービス事業 195,506,124円 199,364,124円 203,097,124円 597,967,372円 

  総合事業訪問介護サービス 34,319,000円 34,869,000円 35,323,000円 104,511,000円 

  総合事業家事援助サービス 444,684円 444,684円 444,684円 1,334,052円 

  訪問型専門的指導事業 264,960円 264,960円 264,960円 794,880円 

  総合事業通所介護サービス 127,015,000円 129,048,000円 130,726,000円 386,789,000円 

  総合事業生活機能向上サービス 752,320円 752,320円 752,320円 2,256,960円 

  通所型専門的指導事業 122,160円 122,160円 122,160円 366,480円 

  介護予防ケアマネジメント 30,837,000円 32,083,000円 33,660,000円 96,580,000円 

  審査支払手数料 1,495,000円 1,519,000円 1,539,000円 4,553,000円 

  高額介護予防サービス費相当事業等 256,000円 261,000円 265,000円 782,000円 

一般介護予防事業 14,710,000円 15,684,000円 15,138,000円 45,532,000円 

  介護予防把握事業 0円 0円 0円 0円 

  介護予防普及啓発事業 5,117,000円 5,545,000円 5,545,000円 16,207,000円 

  地域介護予防活動支援事業 9,593,000円 9,593,000円 9,593,000円 28,779,000円 

  一般介護予防事業評価事業 0円 546,000円 0円 546,000円 

  地域リハビリテーション活動支援事業 0円 0円 0円 0円 

総合事業費用額 210,216,124円 215,048,124円 218,235,124円 643,499,372円 
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事  業  名   R6(2024)年度 R7(2025)年度 R8(2026)年度 合計 

包
括
的
支
援
事
業 

総合相談事業 84,013,000円 84,013,000円 84,013,000円 252,039,000円 

権利擁護事業 39,669,000円 39,669,000円 39,669,000円 119,007,000円 

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 43,285,000円 43,066,000円 43,066,000円 129,417,000円 

在宅医療・介護連携推進事業 447,000円 447,000円 447,000円 1,341,000円 

生活支援体制整備事業 12,137,000円 12,137,000円 12,137,000円 36,411,000円 

認知症総合支援事業 1,075,000円 1,075,000円 1,075,000円 3,225,000円 

地域ケア会議推進事業 34,000円 34,000円 34,000円 102,000円 

包括的支援事業費用額 180,660,000円 180,441,000円 180,441,000円 541,542,000円 

任
意
事
業 

介護給付等費用適正化事業 500,000円 500,000円 500,000円 1,500,000円 

家族介護支援事業 3,930,000円 3,930,000円 3,930,000円 11,790,000円 

家族介護教室 702,000円 702,000円 702,000円 2,106,000円 

認知症高齢者見守り事業 1,433,000円 1,433,000円 1,433,000円 4,299,000円 

家族介護継続支援事業 1,795,000円 1,795,000円 1,795,000円 5,385,000円 

その他事業 10,646,000円 10,646,000円 10,646,000円 31,938,000円 

成年後見制度利用支援事業 316,000円 316,000円 316,000円 948,000円 

福祉用具・住宅改修支援事業 22,000円 22,000円 22,000円 66,000円 

認知症サポーター等養成事業 333,000円 333,000円 333,000円 999,000円 

ネットワーク形成事業（配食） 9,975,000円 9,975,000円 9,975,000円 29,925,000円 

任意事業費用額 15,076,000円 15,076,000円 15,076,000円 45,288,000円 

地域支援事業合計 405,952,124円 410,565,124円 413,752,124円 1,230,269,372円 

再掲      

総合事業費用額 210,216,124円 215,048,124円 218,235,124円 643,499,372円 

包括的支援事業＋任意事業費用額 195,736,000円 195,517,000円 195,517,000円 586,770,000円 

地域支援事業合計 405,952,124円 410,565,124円 413,752,124円 1,230,269,372円 
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第４章 介護保険給付対象サービス 
 

 

由利本荘市の人口推計結果及び要支援・要介護認定者の認定率（出現率）の実績から推計した要支

援・要介護認定者数をもとに、サービスごとの利用率及び１人あたりの回数、日数等の実績から、サ

ービスの必要量を見込みました。 

 

 

１ サービス利用者数の見込み 

 

（１）標準的居宅サービス等受給者の見込み 
 

  標準的居宅サービス等受給者とは、在宅でサービスを利用している方です。 

近年の利用実績と今後の利用の動向を踏まえた標準的居宅サービス等利用者の見込みは次のとお   

りです。 

 

 

 

 

●標準的居宅サービス等受給者数の見込み 

（単位：人） 

 

第９期計画期間 

 

 

区 分 
R3年度 
（2021） 

R4年度 
（2022） 

R5年度 
（2023） 

R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

R22年度 
（2040） 

要支援・要介護認定者数  5,774  5,765  5,772  5,938  5,969  6,003  6,499  

 標準的居宅サービス等受給者数 3,277  3,222  3,148  3,350  3,410  3,445  3,677  

 【受給率】 56.8% 55.9% 54.5% 56.4% 57.1% 57.4% 56.6% 

  要支援１ 73  80 93 97 99 100 104 

  要支援２ 226  250 247 253 254 256 271 

  要介護１ 755  741 751 843 851 859 915 

  要介護２ 1,056  1,006 998 1,045 1,060 1,072 1,139 

  要介護３ 636  645 604 624 641 660 701 

  要介護４ 362 345 318 329 341 352 375 

  要介護５ 169 155 137 159 164 146 172 

                                ※R3～R5年度は介護保険事業状況報告（9月分） 
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（２）施設・居住系サービス利用者の見込み 
 

近年の利用実績や今後の施設等の整備の動向を踏まえた施設・居住系サービス利用者の見込みは次

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

●施設・居住系サービス利用者数の見込み 

（単位：人） 

  

第９期計画期間 

 

 

区 分 
R3年度 
（2021） 

R4年度 
（2022） 

R5年度 
（2023） 

R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

R22年度 
（2040） 

要支援・要介護認定者数  5,774  5,765  5,772  5,938  5,969  6,003  6,499  

 施設・居住系サービス利用者数 1,371  1,379  1,394  1,513  1,514  1,554  1,648  

 【割合】 23.7%  23.9%  24.2%  25.5%  25.4%  25.9%  25.4%  

  

サ
ー
ビ
ス
内
訳 

特定施設 

入居者生活介護 
66  67  71  74  75 75 81 

  
認知症対応型 

共同生活介護 
184  192  179  189  189 189 197 

  
地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
0  0  0  0  0  0  0  

  
地域密着型 

介護老人福祉施設 62  54  58  87  87 87 87 

  介護老人福祉施設 690  702  684  752 752 752 785 

  介護老人保健施設 369  364  369  371  371 371 418 

  介護医療院 0  0  33  40 40 80 80 

  

要
介
護
度
別
内
訳 

要支援１ 1  2  6  6  6  6  6  

  要支援２ 7  4 5 8 8 8 8 

  要介護１ 90  86 96 97 97 98 103 

  要介護２ 154  158 161 165 166 165 177 

  要介護３ 325  358 370 405 405 406 434 

  要介護４ 439  426 425 470 470 481 512 

  要介護５ 355  345 331 362 362 390 408 

  ※R3～R5年度は介護保険事業状況報告（9月分） 
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（３）サービス利用者の見込み 
 

要支援・要介護認定者のうち、標準的居宅サービス等受給者及び施設・居住系サービスの利用者を

合わせたサービス受給者数の見込みは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●サービス受給者数の見込み 

（単位：人） 

 

第９期計画期間 

 

 

区 分 
R3年度 
（2021） 

R4年度 
（2022） 

R5年度 
（2023） 

R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

R22年度 
（2040） 

要支援・要介護認定者数  5,774  5,765  5,772  5,938  5,969  6,003  6,499  

 サービス受給者数 4,648  4,601  4,542  4,863  4,924  4,999  5,325  

 【受給率】 80.5% 79.8% 78.7% 81.9% 82.5% 83.3% 81.9% 

  要支援１ 74  82 99 103 105 106 110 

  要支援２ 233 254 252 261 262 264 279 

  要介護１ 845  827 847 940 948 957 1,018 

  要介護２ 1,210  1,164  1,159  1,210  1,226  1,237  1,316  

  要介護３ 961  1,003  974 1,029  1,046  1,066  1,135  

  要介護４ 801  771 743 799 811 833 887 

  要介護５ 524  500 468 521 526 536 580 

 
※2021～2023年は介護保険事業状況報告（9月分） 
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２ 介護給付サービス 

 

介護給付サービスは、要介護１から要介護５を対象とした在宅のサービスです。 

介護給付サービスには、居宅要介護者に対し原則として居宅介護支援事業所のケアマネジメントに

より提供される居宅サービス・地域密着型サービスと、介護保険施設入所者に対する施設サービスが

あります。 

 

（１）居宅サービス 
     

在宅において、自立した生活ができるように支援するものです。 

 

① 訪問介護 

介護福祉士等が利用者の居宅を訪問し、できるだけ居宅で日常生活を営めるように、入浴・排

泄・食事の介護や調理・洗濯・掃除等の日常生活の世話を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均では７０２人が利用しております。第８期期間中の利用者数は増加してい

ます。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度には、利用者割合を標準的居宅サービス受給者 1）の２３.６％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で７２８人が１人あたり１３.３回の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

訪問介護 必要量 回数／月 8,769.0 8,769.7 9,182.3 9,472.2 9,587.7 9,675.2 

 利用者数 人数／月 679 702 700 717 723 728 

※  令和３年度、令和４年度利用者数は実績値。必要量は組合の必要量を由利本荘市利用者数で 

按分したもの。令和５年度は見込み値。以降の表も同じ。 

 

1）標準的居宅サービス受給者･･･要介護３,０８９人、要支援３５６人と推計。施設、居住系サービス利用者数を含まない、 

１ヵ月当りの居宅介護(介護予防)サービス受給者数の推計値。 

 

 

②  訪問入浴介護 

利用者の居宅を入浴車で訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行い、身体の清潔の保持、心身

機能の維持を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で３６人が利用しております。第８期期間中は減少しています。 
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【今後の見込み】 

令和８年度には、利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の１.１％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で３５人が１人あたり４.６回の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

訪問入浴介護 必要量 回数／月 146.8 167.0 146.2 155.7 160.9 160.9 

 利用者数 人数／月 34 36 32 34 35 35 

 

 

③  訪問看護 

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、利用者の居宅を訪問し、療養上の世話

や必要な診療の補助を行い、心身の機能の維持回復を目指します。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で１９７人が利用しております。第８期期間中は増加しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の６.９％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で２１３人が１人あたり７.１回の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

訪問看護 必要量 回数／月 1,088.6 1,377.1 1,427.9 1,474.9 1,496.1 1,510.3 

 利用者数 人数／月 173 197 202 208 211 213 

 

 

④  訪問リハビリテーション 

病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が、利用者の

居宅を訪問し、理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行い、心身機能の維持回復を図り

ます。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で２２人が利用しております。第８期期間中は増加しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の０.９％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で２８人が１人あたり９.９回の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

訪問リハビリテーション 必要量 回数／月 234.7 229.5 268.6 268.6 276.9 277.5 

 利用者数 人数／月 24 22 27 27 28 28 
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⑤  居宅療養管理指導 

医師・歯科医師・薬剤師等が通院困難な利用者に対し、心身の状況と環境等を把握し療養上の

管理指導を行い、療養生活の質の向上を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

  令和４年度の１カ月平均で９４人が利用しております。第８期期間中は減少しています。 

  

 【今後の見込み】 

  令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の３.１％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で９７人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

居宅療養管理指導 利用者数 人数／月 90 94 87 95 96 97 

 

 

⑥  通所介護 

老人デイサービスセンター等へ利用者が通い、入浴・排泄・食事等の介護、健康状態の確認等

の日常生活上の世話と機能訓練を受け、利用者の社会的孤独感の解消と心身機能の維持、家族の

身体的・精神的負担の軽減を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

  介護サービスの中で最も多く利用されており、令和４年度の１カ月平均で１,０８６人が利用し 

ています。第８期期間中は減少しています。 

 

 【今後の見込み】 

  令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の３４.７％を見込みます。 

令和８年度は、１カ月平均で１,０７１人が１人あたり９.３回の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

通所介護 必要量 回数／月 10,221.8 9,587.7 8,953.7 9,800.7 9,890.8 9,929.3 

 利用者数 人数／月 1,116 1,086 962 1,058 1,067 1,071 

 

 

⑦ 通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や病院・診療所へ利用者が通い、理学療法・作業療法等のリハビリテーショ

ンを受け、利用者の心身機能の維持回復を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

  令和４年度の１カ月平均で１８１人が利用しております。第８期期間中は減少しています。 
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 【今後の見込み】 

  令和８年度には標準的居宅サービス等受給者の６.５％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で２０１人が１人あたり８.０回の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

通所リハビリテーション 必要量 回数／月 1,823.5 1,393.5 1,417.7 1,578.1 1,594.5 1,598.5 

 利用者数 人数／月 225 181 177 198 200 201 

 

 

⑧ 短期入所生活介護 

特別養護老人ホーム等へ利用者が短期間入所し、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活

上の世話と機能訓練を受け、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図り

ます。 

 

【サービス利用の現状】 

  令和４年度の１カ月平均で８０２人が利用しております。第８期期間中は減少しています。 

 

 【今後の見込み】 

  令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の２９.８％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で９２０人が１人あたり２２.５日の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

短期入所生活 必要量 回数／月 21,496.5 18,670.4 19,224.4 20,327.5 21,729.2 20,745.6 

介護 利用者数 人数／月 911 802 852 902 919 920 

 

 

⑨ 短期入所療養介護 

介護老人保健施設等へ利用者が短期間入所し、看護・医学的管理下の介護・機能訓練、その他

必要な医療と日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上と家族の身体的・精神的負

担の軽減を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

  令和４年度の１カ月平均で１３人が利用しております。第８期期間中の必要量は増加しています。 
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【今後の見込み】 

  令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の０.４％を見込みます。 

令和８年度では 1カ月平均で１３人が１人あたり１５.１日の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

短期入所療養介護 必要量 回数／月 115.7 129.0 169.5 177.5 177.5 196.9 

 利用者数 人数／月 13 13 12 12 12 13 

 

 

⑩ 特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームに入居する利用者に対し、入浴・排泄・食

事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練・療養上の世話を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で６１人が利用しております。第８期期間中は増加しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度は、１カ月平均で６２人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

特定施設入居者生活介

護 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

58 

 

61 

 

60 

 

61 

 

62 

 

62 

 

 

⑪ 福祉用具貸与 

利用者の心身の状況や希望・環境を踏まえ、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具等、適切な福

祉用具の選定の援助・取り付け・調整を行い貸与することで、日常生活の便宜を図り機能訓練に

資するとともに、介護者の負担軽減を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

  令和４年度は１カ月平均で１,４５７人が利用しております。第８期期間中は減少しています。 

 

 【今後の見込み】 

  令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の４８.７％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で１,５０５人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

福祉用具貸与 利用者数 人数／月 1,436 1,457 1,430 1,482 1,500 1,505 
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⑫ 特定福祉用具購入費 

福祉用具のうち、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない性質の特定福祉用具を購入した場合

に、年間１０万円を限度として購入費の９割（または７～８割）相当額を支給します。 

 

【サービス利用の現状】 

  令和４年度の１カ月平均で２２人が利用しております。第８期期間中は横ばいとなっています。 

 

 【今後の見込み】 

  令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の０.８％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で２４人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

特定福祉用具購入費 利用者数 人数／月 22 22 22 23 23 24 

 

 

⑬ 住宅改修費 
住み慣れた自宅で安心して暮らすため、手すりの取付け等の改修費用の９割（または７～８割）相当

額を支給します。 

 

【サービス利用の現状】 

  令和４年度の１カ月平均で１０人が利用しており、第８期期間中は増加しています。 

 

 【今後の見込み】 

  令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の０.６％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で１７人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

住宅改修 利用者数 人数／月 9 10 16 17 17 17 

 

 

⑭ 居宅介護支援 
居宅サービス・地域密着型サービス等を適切に利用できるように、居宅介護支援事業所のケア

マネジャーが心身の状況・環境・本人や家族の希望等を勘案し、利用する在宅サービス等の種類

や内容・総合的な援助方針等の計画を作成し、サービス提供確保の連絡調整を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

  令和４年度の１カ月平均で２,８２０人が利用しています。第８期期間中は減少しています。 
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【今後の見込み】 

  令和８年度には１カ月平均で２，９３３人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

居宅介護支援 利用者数 人数／月 2,897 2,820 2,753 2,890 2,923 2,933 

 

 

（２）地域密着型サービス 
 

地域密着型サービスは、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加等を踏まえ、要介護状態になっ

ても、できる限り住み慣れた地域での生活を継続できるようにとの観点から、日常生活圏域内におけ

るサービスの利用と提供を考えたサービスです。 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

１日複数回の定期訪問と２４時間の随時対応を組み合わせ、訪問介護と訪問看護のサービスを

一体的に提供し、利用者の医療・看護ニーズに迅速かつ的確に対応することで安心して生活を送

ることができるように援助します。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で５１人が利用しています。第８期期間中は減少しています。 

 

【今後の見込み】 

  現在の利用者のほか、１カ月内で訪問介護と訪問看護を利用している方々にも提供することが望

ましい必要者数と考え、令和８年度は１カ月平均で６０人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

48 

 

51 

 

44 

 

60 

 

60 

 

60 

 

 

② 夜間対応型訪問介護 

夜間定期的な巡回または通報により、介護福祉士等が利用者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食

事の介護等の日常生活上の世話、緊急時の対応などを行い、夜間において安心して生活を送るこ

とができるように援助します。 

 

【サービス利用の現状】 

第８期計画期間内においては、利用実績はありませんでした。 

 

【今後の見込み】 

第９期計画期間中は利用を見込んでいません。 
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③ 認知症対応型通所介護 

老人デイサービスセンター等へ認知症の利用者が通い、入浴・排泄・食事等の介護、生活相談・

助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を受け、利用者の社会的孤独の解消と

心身の機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で４人が利用しています。第８期期間中は減少しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度は、１カ月平均で４人の方々が１人あたり７.４回の利用を見込みます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

認知症対応型通所介 必要量 回数／月 60.8 41.2 29.4 29.4 29.4 29.4 

護 利用者数 人数／月 6 4 4 4 4 4 

 

 

④ 小規模多機能型居宅介護 

サービス拠点への通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、利用者の居宅への訪問、

サービス拠点への短期間宿泊を組み合わせて、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等

の家事、健康状態の確認など日常生活上の世話、機能訓練を行います。 

  

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で５０人が利用しております。第８期期間中は減少しています。 

 

【今後の見込み】 

現在の利用者のほか、１カ月内で訪問介護、通所介護、短期入所の３種類のサービスを利用してい   

る方々を必要者数とし、令和６年度に２事業所（５８人）、令和７年度に１事業所（２９人）の施設

整備を計画していることから、令和８年度では１カ月平均で８３人の利用を見込んでいます。 

  

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

小規模多機能型居宅介護 利用者数 人数／月 57 50 33 58 83 83 

 

 

⑤ 認知症対応型共同生活介護 

認知症の利用者に対して、共同生活住居で、少人数で家庭的な環境と地域住民との交流のもと、  

入浴・排泄・食事等の介護など日常生活上の世話と機能訓練を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

第８期計画期間内においては、令和３年度に１ユニット（９人）、令和４年度に１ユニット（９人）

が開設しております。 
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【今後の見込み】 

短期入所系のサービス利用者数のうち、独居・高齢者のみの世帯の方は利用も長期になる傾向があ

ります。令和８年度では１カ月平均で１８８人の利用を見込んでいます。 

 

 

⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員が２９人以下の有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームで、入居者に入浴・排

泄・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活相談・助言などの日常生活上の世話、機能訓練と

療養上の世話を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

第８期計画期間内においては、利用実績はありませんでした。 

 

【今後の見込み】 

第９期計画期間中は利用を見込んでいません。 

 

 

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員が２９人以下の特別養護老人ホームで、利用者ができるだけ居宅での生活への復帰を念頭

において、入浴・排泄・食事等の介護、社会生活上の便宜の供与など日常生活上の世話、機能訓

練、健康管理と療養上の世話を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で５４人が利用しております。第８期期間中は減少しています。 

 

【今後の見込み】 

介護度３以上の中重度の要介護者へ住まいを提供するサービスとして、令和６年度に１事業所（２ 

９人）、の施設整備を計画していることから、令和８年度では１カ月平均で８７人の利用を見込みま

す。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

62 

 

54 

 

58 

 

87 

 

87 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

認知症対応型共同

生活介護 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

184 

 

192 

 

179 

 

188 

 

188 

 

188 
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⑧ 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護等の複数のサービスを組み合わせて提供する複合型事業

所において、要介護度が高く、医療ニーズの高い利用者に柔軟に対応するため、看護と介護サー

ビスを一体的に提供することにより、医療ニーズの高い利用者への支援の充実を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で２２人が利用しております。第８期期間中は減少しています。 

 

【今後の見込み】 

現在の利用者のほか、訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所の４種類のサービスを利用してい

る方々を必要者数と考え、令和６年度に１事業所（２９人）の施設整備を計画していることから、令

和８年度には１カ月平均で４１人の利用を見込んでいます。 

  

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

看護小規模多機能型居

宅介護 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

24 

 

22 

 

22 

 

41 

 

41 

 

41 

 

 

⑨ 地域密着型通所介護 

デイサービスセンター等に利用者が通い、入浴・排泄・食事等の介護、健康状態の確認等の日

常の世話と機能訓練を受け、利用者の社会的孤独感の解消と心身機能の維持、家族の身体的・精

神的負担の軽減を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で２４８人が利用しています。第８期期間中は増加しています。 

 

【今後の見込み】 

要介護３以下の軽中度の要介護者の方々へ提供するサービスとして、令和８年度には、１カ月平均

で２８３人の方々が１人あたり７.８回の利用を見込みます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

地域密着型通所介護 必要量 回数／月 1,981.0 1,936.2 2,107.5 2,179.4 2,204.5 2,211.7 

 利用者数 人数／月 217 248 271 279 282 283 

 

 
（３）施設介護サービス 
 

施設介護サービスは、在宅での生活が困難な要介護認定者の方に、施設において生活支援を行う

ものです。 
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① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

身体上、精神上の障がいがあるため常時介護を必要とする入所者に対して、入浴・排泄・食事 

等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

 令和４年度の１カ月平均で７０２人が利用しています。第８期期間中は減少しています。 

 

【今後の見込み】 

短期入所系のサービス利用者数のうち、独居・高齢者のみの世帯の方は利用も長期になる傾向があ

り、入所待機者数は増加傾向にあります。このうち、在宅生活が困難な要介護３以上の中重度の要介

護者の生活施設として、令和６年３月に４０床の増床整備があり、令和８年度では１カ月平均で７５

２人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

介護老人福祉施設 利用者数 人数／月 690 702 684 752 752 752 

  

 

② 介護老人保健施設 

症状が安定期にある入所者に対して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、

日常生活上の世話を行い、在宅での生活への復帰を目指します。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で３６４人が利用しております。第８期期間中は横ばいとなっています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度には１カ月平均で３７１人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護老人保健施設 利用者数 人数／月 369 364 369 371 371 371 

 

 

③ 介護療養型医療施設 

療養病床等を持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する利用者に対して、療養上の管理、

看護、医学的管理下の介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

第８期計画期間内においては、利用実績はありませんでした。 

 

【今後の見込み】 

第９期計画期間中は利用を見込んでいません。 
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④ 介護医療院 

長期の療養が必要である入所者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能

訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

   第８期計画期間内においては、令和５年度に１事業所（５０人）が開設しております。 

【今後の見込み】 

長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者の生活施設として、令和８年度に１事業所（５０人）

の施設整備を計画していることから、令和８年度には１カ月平均で８０人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

介護医療院 利用者数 人数／月 0 0 33 40 40 80 

 

 

３ 介護予防給付サービス 

 

 介護予防給付サービスは、要支援１・要支援２の認定者を対象とした在宅のサービスで、生活機能

の維持・向上を目指して実施され自立に向けた生活が送れるように支援することを目的とし、地域包

括支援センターの介護予防ケアマネジメントにより提供されています。 

 

（１）介護予防居宅サービス 
    

在宅において生活機能の維持・向上を目的に支援するものです。 

 

① 介護予防訪問入浴介護 

利用者の居宅を入浴車で訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行い、身体の清潔の保持、心身

機能の維持を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

重度の要介護者が主に利用するサービスであるため、利用している方はいません。 

 

【今後の見込み】 

第９期計画期間中は利用を見込んでいません。 

 

 

② 介護予防訪問看護 

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、利用者の居宅を訪問し、療養生活を支援

し、心身の機能の維持回復を目指します。 
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【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で１９人が１人あたり６.４回利用しています。第８期期間中は増加して

います。 

 

  【今後の見込み】 

令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の１０.１％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で３６人が１人あたり６.３回の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護予防訪問看護 必要量 回数／月 72.0 121.3 220.7 228.0 228.0 228.0 

 利用者数 人数／月 15 19 35 36 36 36 

 

 

③ 介護予防訪問リハビリテーション 

病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が、利用者の

居宅を訪問して理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行い、心身機能の維持回復を図り

ます。 

 

【サービス利用の現状】 

利用人数は少数で推移しており、令和４年度の１カ月平均で１人の方が利用しています。第８期期

間中は減少しています。 

   

【今後の見込み】 

令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の０.６％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で２人が１人あたり８.６回の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護予防訪問リハビリ 必要量 回数／月 12.8 6.1 0.0 17.2 17.2 17.2 

テーション 利用者数 人数／月 2 1 0 2 2 2 

 

 

④ 介護予防居宅療養管理指導 

医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士等が通院困難な利用者に対し、心身の状況

と環境等を把握し療養上の管理指導を行い、心身の維持回復を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で８人が利用しています。第８期期間中は増加しています。 
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【今後の見込み】 

令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の３.１％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で１１人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護予防居宅療養管理

指導 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

5 

 

8 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

 

 

⑤ 介護予防通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や病院・診療所へ利用者が通い、理学療法・作業療法等の必要なリハビリテ

ーションを受け、利用者の心身機能の維持回復を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で５１人が利用しています。第８期期間中は減少しています。 

 

【今後の見込み】 

  令和８年度には標準的居宅サービス等受給者に対する利用者割合を、１５.２％と見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で５４人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護予防通所リハビリ 

テーション 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

54 

 

51 

 

50 

 

54 

 

54 

 

54 

 

 

⑥ 介護予防短期入所生活介護 

特別養護老人ホーム等へ利用者が短期間入所し、入浴・排泄・食事等の介護、その他の生活全

般にわたる支援と機能訓練を受け、利用者の心身機能の維持回復を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で４人の方々が１人あたり５.１日の利用をしています。第８期期間中の

利用者数は増加しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度の利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の２.２％と見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で８人が１人あたり５.０日の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

介護予防短期入所生活 必要量 回数／月 30.7 20.5 25.3 40.0 40.0 40.0 

介護 利用者数 人数／月 4 4 5 8 8 8 
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⑦ 介護予防短期入所療養介護 

介護老人保健施設等へ利用者が短期間入所し、看護・医学的管理下の介護・機能訓練、その他

必要な医療と日常生活上の世話を受け、利用者の療養生活の質の向上と心身機能の維持回復を図

ります。 

 

【サービス利用の現状】 

利用人数は少数で推移しており、令和４年度の１カ月平均で１人の方が利用しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度には標準的居宅サービス等受給者に対する利用者割合を、０.３％と見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で１人が７.０日の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護予防短期入所療養 必要量 回数／月 0 1.8 0 7.0 7.0 7.0 

介護 利用者数 回数／月 0 1 0 1 1 1 

 

 

⑧ 介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームに入居する利用者に対し、入浴・排泄・食

事等の介護、その他生活全般にわたる支援、機能訓練・療養上の世話を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で６人が利用しています。第８期期間中は増加しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度は、１カ月平均で１３人の利用を見込んでいます。 

  

項 目 

 

単 位 
R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護予防特定施設入居 

者生活介護 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

8 

 

6 

 

11 

 

13 

 

13 

 

13 

 

 

⑨ 介護予防福祉用具貸与 

利用者の心身の状況や希望・環境を踏まえ、歩行器、歩行補助つえ等、適切な福祉用具の選定

の援助・取り付け・調整を行い貸与することで、生活機能の維持回復を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で、２７２人が利用しています。第８期期間中は増加しています。 
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【今後の見込み】 

令和８年度には標準的居宅サービス等受給者に対する利用者割合を、８２.９％と見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で２９５人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

介護予防福祉用具貸与 利用者数 人数／月 241 272 273 295 295 295 

 

 

⑩ 特定介護予防福祉用具購入費 

福祉用具のうち、入浴や排泄に用いる貸与になじまない性質の特定福祉用具を購入した場合に、

年間１０万円を限度として購入費の９割（または７～８割）相当額を支給します。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で７人が利用しています。第８期期間中は増加しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の２.０％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で７人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

介護予防特定福祉用具

購入費 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

5 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 
⑪ 介護予防住宅改修費 

住み慣れた自宅で安心して暮らすために、手すりの取り付け等の改修費用の９割（または７

～８割）相当額を支給します。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で６人が利用しています。第８期期間中は減少しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度には利用者割合を標準的居宅サービス等受給者の１.７％を見込みます。 

令和８年度では１カ月平均で６人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護予防住宅改修費 利用者数 人数／月 5 6 2 6 6 6 
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⑫ 介護予防支援 

介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス等を適切に利用できるように、居宅介護支援

事業所のケアマネジャーが心身の状況・環境・本人や家族の希望等を勘案し、利用する在宅サー

ビス等の種類や内容・総合的な援助方針等の計画を作成し、サービス提供確保の連絡調整を行い

ます。 

 

【サービス利用の現状】 

令和４年度の１カ月平均で、３２７人が利用しています。第８期期間中は増加しています。 

 

【今後の見込み】 

令和８年度には１カ月平均で３５８人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護予防支援 利用者数 人数／月 296 327 338 358 358 358 

 

 

（２）地域密着型介護予防サービス 
 

地域密着型介護予防サービスは、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加等を踏まえ、要介護

状態になっても、できる限り住み慣れた地域での生活を継続できるようにする観点から、日常生活

圏域内におけるサービスの利用と提供を考えたサービスです。 

  

 

① 介護予防認知症対応型通所介護 

老人デイサービスセンター等へ認知症の利用者が通い、日常生活上の支援と機能訓練を受け、

利用者の社会的孤独の解消と心身の機能の維持回復を図ります。 

 

【サービス利用の現状】 

  第８期計画期間内において、利用実績はありませんでした。 

 

【今後の見込み】 

第９期計画期間中は利用を見込んでいません。 

 

 

② 介護予防小規模多機能型居宅介護 

サービス拠点への通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、利用者の居宅への訪問、

サービス拠点への短期間宿泊を組み合わせて、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上

の支援と機能訓練を行います。 

  

【サービス利用の現状】 

 令和４年度の１カ月平均で３人が利用しています。第８期期間中は減少しています。 
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 【今後の見込み】 

令和８年度には１カ月平均で５人の利用を見込みます。 

  

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

介護予防小規模多機能

型居宅介護 

 

利用者数 

 

人数／月 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

5 

 

5 

 

 

③ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症で要支援２の利用者に対して、共同生活住居で、少人数で家庭的な環境と地域住民との

交流のもと、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の支援と機能訓練を行います。 

 

【サービス利用の現状】 

第８期計画期間内において、利用実績はありませんでした。 

 

 【今後の見込み】 

  令和８年度では１カ月平均で１人の利用を見込んでいます。 

 

 

 

項 目 

 

単 位 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

介護予防認知症対応型

共同生活介護 

 

利用者数 

 

人数／年 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 
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４ 介護サービスの基盤整備 

 

（１）居宅サービス（介護予防）基盤 
 

 居宅サービスの各サービスについて、第９期計画期間中に見込んだサービス量とそれを確保するた

めに必要となるサービス基盤を検討した結果、現状のサービス拠点を維持することで必要量の供給は

十分可能と考えられるため、新たなサービス拠点の積極的な整備は予定していません。今後も利用者

に必要なサービスを供給できる体制を確保するため、引き続き事業者との連携を図っていきます。 

 

（２）地域密着型サービス基盤 
 

 要介護者が可能な限り住み慣れた自宅で生活できるように、頻回な訪問、夜間の定期的な訪問を提

供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備を計画します。 

また、介護を理由にやむを得ず離職する方を無くす「介護離職ゼロ」の観点から、介護者の働き方

に合わせた柔軟なサービス提供を可能とする小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居

宅介護事業所の整備を計画します。さらに、在宅生活が困難な方に住まいを提供するサービスとして、

地域密着型介護老人福祉施設の整備を計画し、介護者の介護と仕事の両立、要介護者の住み慣れた地

域での自立した生活を支援していきます。 

●地域密着型サービス基盤の見込み                                         ※各年度 3月末時点 

  
R5年度 
（2023） 

R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
事業所数 2事業所 3事業所 3事業所 3事業所 

夜間対応型訪問介護 事業所数 0事業所 0事業所 0事業所 0事業所 

認知症対応型通所介護 事業所数 1事業所 1事業所 1事業所 1事業所 

小規模多機能型居宅介護 
事業所数 1事業所 3事業所 4事業所 4事業所 

登録定員 28人 86人 115人 115人 

認知症対応型共同生活介護 
事業所数 16事業所 16事業所 16事業所 16事業所 

床  数 189床 189床 189床 189床 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 

事業所数 0事業所 0事業所 0事業所 0事業所 

床  数 0床 0床 0床 0床 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

事業所数 2事業所 3事業所 3事業所 3事業所 

床  数 58床 87床 87床 87床 

看護小規模多機能型居宅介護 
事業所数 1事業所 2事業所 2事業所 2事業所 

登録定員 29人 58人 58人 58人 

地域密着型通所介護 事業所数 12事業所 12事業所 12事業所 12事業所 
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（３）施設介護サービス基盤 
 

 現状では認定者数は増加傾向で推移しており、第９期計画期間中においても、重度の認定者は増加

傾向で推移する見込みです。長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者の生活施設として令和８

年度に５０床の新たな介護医療院の整備を計画しています。今後も入所申込者の把握及び施設側との

情報交換に努めます。 

●施設介護サービス基盤の見込み 

  
R5年度 
（2023） 

R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

介護老人福祉施設  
事業所数 12事業所 12事業所 12事業所 12事業所 

床  数 752床 752床 752床 752床 

介護老人保健施設 
事業所数 4事業所 4事業所 4事業所 4事業所 

床  数 400床 400床 400床 400床 

介護医療院 
事業所数 1事業所 1事業所 1事業所 2事業所 

床  数 50床 50床 50床 100床 

合  計 
事業所数 17事業所 17事業所 17事業所 18事業所 

床  数 1,202床 1,202床 1,202床 1,252床 

※各年度 3月末時点 

 

 

（４）療養病床から在宅医療への移行を踏まえた基盤整備 
 

介護サービス量の見込みにあたっては、これまで、秋田県の地域医療構想における令和７年（２０

２５年）の介護施設・在宅医療等の追加的需要を踏まえ、療養病床から在宅医療へ移行することによ

る介護サービスの利用者増分も見込んでおり、第８期期間までに、既存の介護サービス基盤で対応済

みです。第９期期間中に医療療養病床からの介護サービスへの移行は予定されておりませんが、これ

までの傾向を踏まえ、基盤整備を確認していきます。 

 

 

（５）介護離職ゼロ達成を踏まえた基盤整備 
 

市では、第７期計画期間までに整備したサービス基盤に加え、第８期計画期間中に整備する施設サ

ービス及び地域密着型サービス基盤により、追加需要に対するサービス供給体制を確保しました。さ

らに、第９期計画においては、地域密着型介護老人福祉施設の整備等により「介護離職ゼロ」を目指

します。 
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５ 各サービス別給付費の推移 

 

本章第２節から第３節までの各サービスの見込みに基づいて給付を算出した結果、第９期計画期間で

ある令和６年度から令和８年度までの市におけるサービス給付費の年度ごとの推移は、以下のようにな

りました。 

 

（１）居宅サービス 

 
 

 

 

 

 

  
R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

合  計 

①訪問介護   312,468,000円 316,427,000円 319,002,000円 947,897,000円 

②訪問入浴介護 24,725,000円 25,233,000円 25,233,000円 75,191,000円 

③訪問看護   97,981,000円 99,001,000円 100,142,000円 297,124,000円 

④訪問リハビリテーション 9,625,000円 9,625,000円 9,908,000円 29,158,000円 

⑤居宅療養管理指導 9,408,000円 9,477,000円 9,611,000円 28,496,000円 

⑥通所介護   873,030,000円 883,013,000円 888,618,000円 2,644,661,000円 

⑦通所リハビリテーション  153,074,000円 154,762,000円 156,450,000円 464,286,000円 

⑧短期入所生活介護  2,004,570,000円 2,044,048,000円 2,047,960,000円 6,096,578,000円 

⑨短期入所療養介護 22,350,000円 22,350,000円 22,350,000円 67,050,000円 

⑩特定施設入居者生活介護 140,145,000円 142,035,000円 142,035,000円 424,215,000円 

⑪福祉用具貸与 220,862,000円 223,864,000円 225,628,000円 670,354,000円 

⑫特定福祉用具購入費 8,729,000円 8,729,000円 9,282,000円 26,740,000円 

⑬住宅改修費 18,608,000円 18,608,000円 18,608,000円 55,824,000円 

⑭居宅介護支援 562,254,000円 569,016,000円 573,511,000円 1,704,781,000円 

居宅サービス給付費計 4,457,829,000円 4,526,188,000円 4,548,338,000円 13,532,355,000円 
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（２）地域密着型サービス 

 
 
（３）施設介護サービス 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

合  計 

①定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 

99,491,000円 100,417,000円 100,958,000円 300,866,000円 

②夜間対応型訪問介護 0円 0円 0円 0円 

③認知症対応型通所介護 3,731,000円 3,731,000円 3,731,000円 11,193,000円 

④小規模多機能型居宅介護 138,867,000円 199,993,000円 199,993,000円 538,853,000円 

⑤認知症対応型共同生活介護 586,005,000円 586,005,000円 586,287,000円 1,758,297,000円 

⑥地域密着型 
 特定施設入居者生活介護 

0円 0円 0円 0円 

⑦地域密着型介護老人福祉 
施設入所者生活介護 

300,816,000円 300,816,000円 300,816,000円 902,448,000円 

⑧看護小規模多機能型 
居宅介護 

119,248,000円 119,928,000円 119,928,000円 359,104,000円 

⑨地域密着型通所介護 208,957,000円 211,665,000円 212,750,000円 633,372,000円 

地域密着型サービス給付費計 1,457,115,000円 1,522,555,000円 1,524,463,000円 4,504,133,000円 

  
R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

合  計 

①介護老人福祉施設 2,343,695,000円 2,343,695,000円 2,343,695,000円 7,031,085,000円 

②介護老人保健施設 1,284,396,000円 1,284,396,000円 1,284,396,000円 3,858,188,000円 

③介護医療院 202,700,000円 202,700,000円 405,399,000円 810,799,000円 

施設介護サービス給付費計 3,830,791,000円 3,830,791,000円 4,033,490,000円 11,695,072,000円 
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（４）介護予防居宅サービス 
 

  
R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

合  計 

①介護予防訪問入浴介護 0円 0円 0円 0円 

②介護予防訪問看護  11,826,000円 11,826,000円 11,826,000円 35,478,000円 

③介護予防訪問 
リハビリテーション 

567,000円 567,000円 567,000円 1,701,000円 

④介護予防居宅療養管理指導 924,000円 924,000円 978,000円 2,826,000円 

⑤介護予防通所 
リハビリテーション 

22,817,000円 22,817,000円 22,817,000円 68,451,000円 

⑥介護予防短期入所生活介護 3,091,000円 3,091,000円 3,091,000円 9,273,000円 

⑦介護予防短期入所療養介護 732,000円 732,000円 732,000円 2,196,000円 

⑧介護予防特定施設 
入居者生活介護 

11,371,000円 11,371,000円 11,371,000円 34,113,000円 

⑨介護予防福祉用具貸与 23,766,000円 23,830,000円 23,953,000円 71,549,000円 

⑩介護予防特定福祉用具購入費 1,943,000円 1,943,000円 1,943,000円 5,829,000円 

⑪介護予防住宅改修費 7,248,000円 7,248,000円 7,248,000円 21,744,000円 

⑫介護予防支援 20,323,000円 20,370,000円 20,417,000円 61,110,000円 

介護予防居宅サービス給付費計 104,608,000円 104,719,000円 104,943,000円 314,270,000円 

 

 

（５）地域密着型介護予防サービス 
 

  
R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

合  計 

①介護予防認知症対応型通所介護 0円 0円 0円 0円 

②介護予防小規模多機能型居宅介護 2,755,000円 4,591,000円 4,591,000円 11,937,000円 

③介護予防 
認知症対応型共同生活介護 

2,757,000円 2,757,000円 2,757,000円 8,271,000円 

地域密着型 
介護予防サービス給付費計 

5,512,000円 7,348,000円 7,348,000円 20,208,000円 
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（６）標準給付見込額 
 

第９期計画期間である令和６年度から令和８年度までについて、介護サービス総給付費のほか、特

定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給

付額、審査支払手数料を以下のように見込みます。 

●第９期各年度の標準給付費見込額 

  
R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

合  計 

介護サービス総給付費  9,855,855,000円 9,991,601,000円 10,218,582,000円 30,066,038,000円 

給
付
費
以
外
の
費
用 

ⅰ特定入所者介護 
サービス費等給付額 

568,025,000円 570,252,000円 573,477,000円 1,711,754,000円 

ⅱ高額介護サービス費 
等給付額 

235,540,000円 237,122,000円 238,208,000円 710,870,000円 

ⅲ高額医療合算介護 
サービス費等給付額 

11,476,000円 11,553,000円 11,606,000円 34,635,000円 

ⅳ審査支払手数料 12,958,000円 13,045,000円 13,105,000円 39,108,000円 

  合  計  10,683,854,000円 10,823,573,000円 11,054,978,000円 32,562,405,000円 

 

ⅰ．特定入所者介護サービス費 

居住費及び食費について所得に応じた負担限度額を定め、限度額を超えた部分については介護保

険からの補足的給付を行うものです。居住費と食費を保険給付の対象外とする施設給付の見直しに

伴って創設された制度で、施設に入所している低所得者の負担軽減を図るものです。 
 

ⅱ．高額介護サービス費 

介護保険サービスの利用にかかる利用者負担額の合計が世帯の所得に応じた限度額を超えた場

合、超えた金額を高額介護サービス費として支給するものです。 
 

ⅲ．高額医療合算介護サービス費 

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用した世帯の自己負担額の合計が医療・介護合算の限

度額を超えた場合、超えた金額を高額医療合算介護サービス費として支給するものです。 
 

ⅳ．審査支払手数料 

介護保険事業を円滑かつ効率的に行うため、介護保険サービスにかかる費用の請求に対する審査

や支払事務について、国民健康保険団体連合会への委託に要する費用です。 
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（７）介護保険制度改正における費用負担の見直し 
 

ⅰ．多床室の室料負担の見直しによる影響 

多床室に関して、一部の施設（介護老人保健施設においては「その他型」及び「療養型」、介護

医療院においては「Ⅱ型」）については、令和７年８月から新たに室料負担（月額８千円相当）を

導入することとなりました。当該見直しによって、室料相当の給付費が減少する一方で、対象とな

る入所者のうち利用者負担第１～第３段階の者に対する「特定入所者介護サービス費等給付額」が

増加します。 
 

ⅱ．基準費用額（居住費）の見直しによる影響 

近年の光熱水費の高騰に対応し、在宅で生活する者との負担の均衡を図る観点から、令和６年８

月から基準費用額を増額することとなりました。その際、従来から補足給付における負担限度額を

０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者については、その利用者負担が増えないように

する（負担限度額を０円で据え置く）ことに伴い、利用者負担第１段階の多床室利用者に対する「特

定入所者介護サービス費等給付額」が増加します。 
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第５章 第 1号被保険者保険料の見込み 
 

１ 介護保険料算出の流れ  

 

（１）介護保険料の算出フロー 
 

第１号被保険者の介護保険料算出までの流れは、おおむね以下のようになります。 
 

     ●介護保険料の算出フロー 

 

  

●第１号被保険者負担額の計算 

令和６年度～令和８年度の推計された標準給付見込額と地域支援事業費のうち、第１

号被保険者の実質的な負担となる額を計算します。 

●保険料の基準月額の算定 

被保険者数（所得段階補正後）、予定収納率などから、第１号被保険者の令和６年度

～令和８年度の基準額を計算します。 

●標準給付費見込額の推計 

各費用を個別に推計し、令和６年度～令和８年度の標準給付見込額を推計します。 

 ○関連頁 ７８～８２頁各論第４章５ 

★居宅サービス給付費 

★介護予防居宅サービス給付費 

★地域密着型サービス給付費 ★施設介護サービス給付費 

★その他給付費 

特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費 

高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料 

●地域支援事業費の推計 

令和６年度～令和８年度地域支援事業費を推計します。 

           ○関連頁 ５３～５４頁各論第３章３ 

★介護予防・日常生活支援総合事業費 

★包括的支援事業費 ★任意事業費 

保

険

料

算

出

の

基

と

な

る

費

用 

★地域密着型介護予防サービス給付費 
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（２）第 1号被保険者の負担割合 
 

事業費用の大部分を占める介護サービス総給付費については、利用者負担を除いた給付費の半分を

公費でまかない、残りの半分を被保険者から徴収する保険料を財源としています。保険料については、

第１号被保険者と第２号被保険者の平均的な１人あたりの負担がほぼ同じ水準になるよう負担割合

が定められており、それぞれの総人数比で按分するという考え方が基本となっています。 

被保険者の負担割合は、第９期計画期間においては、第１号被保険者が 23％、第２号被保険者が

27％となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、地域支援事業費についても、介護保険料算定の費用となり、介護予防・日常生活支援総合事

業の財源については居宅給付費の負担割合と同じですが、包括的支援事業及び任意事業の財源につい

ては、第２号被保険者の保険料は含まれず、第１号被保険者の保険料と公費によって構成されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 等 給 付 費 

介護予防・日常生活支援 

総 合 事 業 費 
包括的支援事業費 

任意事業費 

居 宅 給 付 費 
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なお、国負担部分である居宅給付費の 25％、施設等給付費の 20％、介護予防・日常生活支援総合

事業費の 25％について、それぞれ５％に当たる額は、市町村間の財政力格差を調整するための調整

交付金として交付されます。つまり、調整交付金の割合は標準的には５％ですが、各市町村の後期高

齢者の割合や第１号被保険者の所得水準に応じて５％を上下します。その結果、第１号被保険者の負

担割合も変わることになります。 
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２ 第１号被保険者保険料の段階設定 

 

本荘由利広域市町村組合の第８期計画では、国が示す標準的な９段階の所得段階及び保険料率で保

険料を算定していました。 

令和６年度の制度改正により、所得水準に応じたきめ細やかな保険料設定を行う観点から、国が示

す標準的な所得段階が 13段階に改正されたことにより、第９期計画は 13段階の所得段階及び保険料

率で保険料を算定しています。 
 

●保険料段階と負担軽減措置 
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第3段階

0.75第1段階

0.5

第9段階

1.7

第2段階

0.75

第8段階

1.5第7段階

1.3
第6段階

1.2第5段階

1.0
第4段階

0.9

13.4% 10.7% 9.4% 10.6% 23.1% 16.0% 9.1% 4.4% 1.4% 0.6% 0.3% 0.2% 0.8%

第6段階

1.2

第1段階

0.455

第2段階

0.685

第3段階

0.69

第4段階

0.9

第5段階

1.0

第12段階

2.3

第13段階

2.4

第7段階

1.3

第8段階

1.5

第9段階

1.7

第10段階

1.9

第11段階

2.1

＜第８期＞ 

＜第９期＞ 



                     各論          
第５章 第１号被保険者保険料の見込み

 
 

  

 

 

 

- 87 - 

３ 介護保険料の算定 

 

第９期計画期間である令和６年度から令和８年度までについて、費用負担の見直しによる影響額を反

映した介護サービス総給付費と特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、審

査支払手数料を合わせた標準給付費見込額と地域支援事業費の合計額から、調整交付金相当額を超える

額と介護給付費準備基金取崩額を差し引いて保険料収納必要額を積算し、各所得段階の保険料の基準額

に対する割合により補正した被保険者数から保険料基準月額を算出すると、以下のようになります。 

●保険料の算定 

  
R6年度 
（2024） 

R7年度 
（2025） 

R8年度 
（2026） 

合 計 

標準給付費見込額  
10,683,854,000円 10,823,573,000円 11,054,978,000円 32,562,405,000円 

（A） 

地域支援事業費 
405,952,124円 410,565,124円 413,752,124円 1,230,269,372円 

（B） 

 内 介護予防・日常生活支援総合事業 
210,216,124円 215,048,124円 218,235,124円 643,499,372円 

 （B’） 

第１号被保険者負担分相当額 
2,550,655,409円 2,583,851,768円 2,637,807,929円 7,772,315,106円 

（C）【（A+B）×第１号被保険者負担割合 23％）】 

調整交付金相当額 
544,703,506円 551,931,056円 563,660,656円 1,660,295,218円 

（D）【(A+B’)×5％】 

調整交付金見込額 775,658,000円 769,392,000円 786,870,000円 
2,331,920,000円 

（E）   （交付率見込み） （7.12%） （6.97%） （6.68%） 

介護給付費準備基金取崩額 
   682,364,000円 

（F） 

保険料収納必要額 
   6,418,326,324円 

（G）【C＋D－E－F】 

予定保険料収納率 
99.0%  

（H） 

所得段階別加入割合補正後被保険者数 26,618人 26,530人 26,302人 79,450人 

（I）   （第１号被保険者数） （27,811人） （27,789人） （27,564人） （83,164人） 

保険料基準額（年額） 
81,600円 

（J）【G÷H÷I】 

保険料基準額（月額） 
6,800円 

（K）【J÷12】 
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第９期計画の各段階の保険料率及び保険料額は以下のとおりです。 

段  階 （ 対 象 者 ） 
基準額に 

対する割合 
年 額 月 額 

第 1段階 
生活保護被保護者及び世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年

金受給者又は本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計

所得金額の合計が 80万円以下の方 

0.455 37,128 円 3,094 円 

軽減後 

0.285 
23,256 円 1,938 円 

第 2段階 

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入額と

その他の合計所得金額の合計が 80万円を超え 120万円以下の

方 

0.685 55,896 円 4,658 円 

軽減後 

0.485 
39,576 円 3,298 円 

第 3段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入額と

その他の合計所得金額の合計が 120万円を超える方 

0.69 56,304 円 4,692 円 

軽減後 

0.685 
55,896 円 4,658 円 

第 4段階 
世帯で市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課

税で、本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額

の合計が 80万円以下の方 

0.90 73,440 円 6,120 円 

第 5段階 
（基準） 

世帯で市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課

税で、本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額

の合計が 80万円を超える方 

1.00 81,600 円 6,800 円 

第 6段階 
本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が 120万円未

満の方 
1.20 97,920 円 8,160 円 

第 7段階 
本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が 120万円以

上 210万円未満の方 
1.30 106,080 円 8,840 円 

第 8段階 
本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が 210万円以

上 320万円未満の方 
1.50 122,400 円 10,200 円 

第 9段階 
本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が 320万円以

上 420万円未満の方 
1.70 138,720 円 11,560 円 

第 10段階 
本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が 420万円以

上 520万円未満の方 
1.90 155,040 円 12,920 円 

第 11段階 
本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が 520万円以

上 620万円未満の方 
2.10 171,360 円 14,280 円 

第 12段階 
本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が 620万円以

上 720万円未満の方 
2.30 187,680 円 15,640 円 

第 13段階 
本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額が 720万円以

上の方 
2.40 195,840 円 16,320 円 

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除

をする前の所得金額。土地等の売却等により長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額がある場合は、合計所得金額から

特別控除額を控除して得た額。 

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額。 

第１段階から第３段階の保険料額は、消費税率引き上げによる財源を用いた軽減が実施され、保険料の基準

額に対する割合が、第１段階は 0.455から 0.285へ、第２段階は 0.685から 0.485へ、第３段階は 0.69から

0.685へと変更されます。 

上記の表のうち「80万円」の記載について、令和７年度～８年度の場合は、「80万 9千円」に読み替えるも

のとします。 
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 第６章 高齢者福祉サービスの充実 
 

１ 在宅サービス 

 

（１） 生活支援サービス等 

 
① 寝具類洗濯サービス事業 

寝たきり高齢者等を対象に、寝具の衛生を保ち快適な生活を支援するため、寝たきり高齢者等 

が使用する寝具類（掛布団、敷布団、毛布等）の洗濯を行っています。 

今後も事業の周知と、適切な事業の実施に努めます。 

■寝具類洗濯サービス事業の実施状況と今後の実施計画 

  
R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

実利用者数（人） 43 42 50 50 50 50 

※令和３年度、令和４年度は実績値。令和５年度は見込み値。以降の表も同じ。 

 
② 軽度生活援助事業 

（ａ）日常生活の支援 

単身高齢者等の世帯を対象に、自立した生活を支援するため、軽易な 

日常生活上の援助（家の周りの手入れ、家屋内の整理等）を行っていま 

す。 

今後も事業の周知を図り、現状のサービス提供を維持しながら事業の 

実施に努めます。 

 

■軽度生活援助事業（日常生活の支援）の実施状況と今後の実施計画 

  
R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

実利用者数（人） 70 71 70 70 70 70 

延べ利用回数（回） 164 199 200 200 200 200 
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（ｂ）除雪支援 

概ね６５歳以上の一人暮らしの方、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯や身体に障がい 

のある方で、自力で除雪ができない世帯の出入口、玄関から道路までの通路の確保のための除雪 

を行っています。 

今後も事業の周知と、適切な事業の実施に努めます。 

■軽度生活援助事業（除雪支援）の実施状況と今後の実施計画 

  
R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

実利用者数（人） 434 412 522 500 500 500 

延べ利用回数（回） 14,432 9,930 12,000 12,000 12,000 12,000 

 

 

③ 外出支援サービス事業 

身体等の状況により、一般車両・公共交通機関を利用することが困難な在宅の要援護高齢者 

等を対象として、居宅と医療機関等の間を移送車輌により送迎することにより、介護者の負担 

の軽減を図っています。 

今後も事業の周知と、適切なサービス提供に努めます。 

■外出支援サービス事業の実施状況と今後の実施計画 

  
R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

実利用者数（人） 18  9 6  6 6 6 

延べ利用回数（回）    96 79 70  70 70 70 

 

 

④ 訪問理美容サービス事業 

身体等の状況により、理髪店や美容院に出向くことが困難な高齢者を対象として、居宅で理美 

容サービスが受けられるように、理美容師が対象者宅へ出張するための経費を補助しています。 

今後も事業の周知と、適切な事業の実施に努めます。 

■訪問理美容サービス事業の実施状況と今後の実施計画 

  
R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

実利用者数（人） 4 4 4 4 4 4 

延べ利用回数（回）  14 13 13 13 13 13 
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⑤ 緊急通報体制整備事業 

単身高齢者等の世帯を対象として、急病や災害、緊急時などに迅速かつ適切に対応するための 

ペンダント型無線通報器付きの緊急通報装置を貸与しています。 

今後も事業の周知と、適切な事業の実施に努めます。 

■緊急通報体制整備事業の設置状況と今後の設置計画 

  
R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

利用者数  （人） 247 120 120 130 130 130 

 

 

⑥ 生活管理指導短期宿泊事業 

自立の高齢者で、要介護への移行を予防するために必要と認められた方に、養護老人ホーム等 

における短期間の宿泊により、日常の支援を実施します。 

今後も事業の周知と、効果的な事業の実施を目指します。 

■生活管理指導短期宿泊事業の実施状況と今後の実施計画 

  
R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

実利用者数 （人） 3 3 2 2 2 2 

延べ利用日数（日） 108 39 23 14 14 14 

 

 

⑦ 老人日常生活用具給付等事業 

寝たきり高齢者やひとり暮らし高齢者等の日常生活が安全、容易となるように支援するため、 

電磁調理器等の日常生活用具を給付しています。 

今後も事業の周知を図り、現状のサービス提供を維持しながら事業の実施に努めます。 

■老人日常生活用具給付等事業の実施状況と今後の実施計画 

  
R3年度 
(2021) 

R4年度 
(2022) 

R5年度 
(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

実利用者数（人） 0 0 0 2 2 2 
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（２） 家族介護支援 

 
① 家族介護手当支給事業 

在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者を介護している方を対象として、介護手当を支給し、介 

護者の負担軽減や慰労を図っています。 

今後も事業の周知と、適切な支給を行っていきます。 

■家族介護手当支給事業の実施状況と今後の実施計画 

  
R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

実支給者数（人） 155 150 150 150 150 150 

 

  
② 要介護者に係る指定ごみ袋支給事業 

４月１日現在で在宅の要介護４・５の方がいる世帯に、指定ごみ袋（可燃４５リットル）を支 

給しています。（１人につき年１００枚） 

今後も事業の周知と、適切な支給を行っていきます。 

■要介護者に係る指定ごみ袋支給事業の実施状況と今後の実施計画 

  
R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 
(2024) 

R7年度 
(2025) 

R8年度 
(2026) 

実支給者数（人） 140 132 120 120 120 120 

 

 

（３） 明るい老後と生きがい対策 
 

① 高齢者祝金給付事業 

８８歳・１００歳に達した方に、長寿を祝福し、お祝い金を贈呈します。 

   

② 敬老事業 

敬老事業を行っている住民自治組織へ、補助金を交付します。補助金の対象となるのは、年度 

当初（４月１日現在）７５歳以上の方です。 

 

③ 高齢者入浴施設等利用促進事業 

年度当初（４月１日現在）７０歳以上の方、６５歳以上で身体に障がいのある方を対象に、指 

定入浴施設等の入湯料等割引券を交付します。                          

 

④ はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業 

年度当初（４月１日現在）６５歳以上の方を対象に、指定施術所の施術助成券を交付します。 
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２ 施設サービス（介護保険以外） 

 

（１） 施設サービス 

 
① 養護老人ホーム 

養護老人ホームは、概ね６５歳以上の方で、環境上の事情や経済的事情により居宅での生活が 

困難な方が入所する施設です。 

 

② 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

軽費老人ホームは、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な方 

を入所させ、低額な料金で、日常生活上必要な便宜を供与する施設です。 

その中でも、ケアハウスは６０歳以上の身体機能の低下や高齢などのため自炊などができない 

方で、家族の援助を受けることが困難な方を対象とする施設です。 

 

③ 生活支援ハウス 

６０歳以上のひとり暮らしの方や夫婦のみの世帯、家族の援助を受けることが困難な方で独立 

して生活することに不安のある方が安心して健康で明るい生活を送れるように、介護支援機能、

居住機能及び交流機能を総合的に提供します。 

 

④ 老人福祉センター 

老人福祉センターは、高齢者に関する各種の相談に応じるとともに、無料又は低額な料金で健 

康の増進、教養の向上及びレクリエーション等を総合的に提供します。 

 

⑤ 高齢者活動促進施設 

高齢者活動促進施設は、高齢者の経験や技術を生かして創作活動を行うほか、高齢者の健康づ 

くりや福祉活動も行うことを目的に設置された施設です。 

 

⑥ 老人憩の家 

老人憩の家は、高齢者の福祉の増進、教養及び保養を目的に設置された施設です。 

 

⑦ 介護予防拠点施設 

介護予防拠点施設は、高齢者の生きがい健康づくりを推進するとともに、世代間の交流の場を 

提供することを目的に設置された施設です。 

 

⑧ 創作いきがいセンター 

創作いきがいセンターは、老人クラブ等による生産、創作活動などを中心とした地域社会にお 

ける多目的な利用を図るため設置された施設です。 
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（２）老人福祉施設等の整備状況 
 

施設種類 施設名 所在地 定員 電話番号 

養護老人ホーム 寿荘（本荘由利広域市町村圏組合立） 水林457-4 100 22-4645 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 

高城 岩城冨田字根本 9-3 29 62-5015 

白百合苑 前郷字家岸 79-17 15 53-2100 

みらい 岩谷町字ハケノ下 80-2 15 62-1133 

ひまわり 西目町海士剥字御月森 1 15 32-1135 

ケアハウスふるさと学び舎 土谷字新谷地 157 30 28-1165 

生活支援ハウス 

矢島高齢者生活支援ハウス 矢島町城内字八森下 486-1 20 56-2912 

大内高齢者生活支援ハウス「高台苑」 岩谷町字ハケノ下 58 10 65-2053 

東光苑生活支援ハウス 東由利蔵字蔵 83 8 62-4410 

鳥寿苑生活支援ハウス 鳥海町伏見字久保 77 10 57-2561 

悠楽館生活支援ハウス 鳥海町上笹子字堺台 105 10 59-2700 

老人福祉センター 寿康苑 矢島町七日町字羽坂 173   56-2940 

高齢者活動促進施設 ふれあい館「鮎川」 東鮎川字下山崎 8   53-4300 

老人憩の家 松ヶ崎老人憩の家 松ヶ崎字松ヶ崎町 227   28-2806 

介護予防拠点施設 きらり 小栗山字小栗山 113  67-2301 

創作いきがいセンター 創作いきがいセンター 岩谷町字大宮田 283-1  65-3860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 高齢者が活躍できる社会づくり 
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第７章 高齢者が活躍できる社会づくり 
 

１ 生きがいづくり・地域活動への支援 

 
高齢期を充実して過ごすために、住み慣れた地域での高齢者同士のふれあい・生きがいづくり

を推進します。 

また、老人クラブは、地域活動の担い手としての活動、 

役割などが期待されており、市では老人クラブと連携 

して、老人クラブにおけるグランドゴルフ大会など 

のスポーツ・文化活動、奉仕作業や友愛訪問などの 

ボランティア活動を通じた地域での活動を支援し 

ます。  

※１６５クラブ、会員約５,５００人 

（令和５年４月現在） 

 

２ 生涯学習・スポーツの推進  

 
高齢者を対象とした宅配講座の実施や学習要望に応じた教室・講座の開設、また豊かな技術・

経験を活かす機会の提供や仕組みづくりを推進します。また「スポーツ立市」として、子どもか

ら高齢者まで誰もが生涯にわたりスポーツに親しみ楽しめる環境づくりなど、関係部局と連携し

生きがいある充実した生活が送れるよう取り組んでいきます。 
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３ ボランティア活動と就労の支援  

 

高齢者の生きがいづくりや健康づくりの一環として、高齢者の豊富

な技術や経験・能力が活用できるよう、ボランティア活動の参加や、

高齢者の多様な雇用・就労機会の確保を図るため、社会福祉協議会や

シルバー人材センターなどの関係機関と連携していきます。 

また「介護支援ボランティア事業」1）を実施し、地域においてボラン 

ティアとして社会活 

動に参加することで、高齢者自身の介護予防、 

生きがいづくり、社会参加活動の推進を図り 

ます。 

 

○関連頁  1）３２頁各論第３章１(１)②(ｃ) 

 

 

 

 

４ 地域間・世代間交流の推進  

 

家に閉じこもりがちな高齢者に対し、介護予防や高齢者同士の交流・生きがいづくりを支援す

ることを目的に、町内会館を活用して、町内会などが自主的に行う「地域ミニデイサービス事業」
2）の実施や、入浴施設等の利用 3）により、高齢者の外出の機会を増やし、地域間・世代間交流を

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関連頁  2）３２頁各論第３章１(１)②(ｃ)   3）９２頁各論第６章１(３) 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuNHtNXJtUWkgAV0GU3uV7/SIG=12ikdmgbg/EXP=1419554253/**http:/www.minnanokaigo.com/a_news/data/PIC-20130109203804.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 計画に関する行政等の体制 
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第８章 計画に関する行政等の体制 
 

 

 

１ 計画の進行管理  

 

本計画の推進にあたっては、地域住民、医療、福祉関係機関、行政がそれぞれの立場で情報を

共有しながら連携し、協力し合うことが必要です。そのため、各分野の意見を取り入れながら、

計画の進捗状況を管理し、円滑な推進に努めます。 

介護保険事業においては、本荘由利広域市町村圏組合で介護保険運営協議会 1）を設置し、計画

の進捗状況や計画達成状況の評価を行い、介護保険制度運営の充実に取り組んでおります。 

また、地域包括支援センターについては、運営、評価についての意見や情報交換の場として、地

域住民や関係職種からなる「地域包括支援センター運営協議会」を設置しており、人材確保や、地

域資源のネットワーク化を進めながら、地域包括支援センターの公平性、中立性を確保します。 

１）令和７年４月１日から、本荘由利広域市町村圏組合にかわって、新たに由利本荘市と、にかほ市がそれぞれ単独保険者として 

介護保険事業を運営していくことから、介護保険運営協議会についても、由利本荘市、にかほ市、それぞれが設置、運営してま 

いります。 

 

２ 保健・福祉・医療の連携、協力体制の構築  

 

（１）社会福祉協議会の役割とその連携 
社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として、社会福祉法に位置付

けられ、地域における幅広い生活支援の仕組みづくりや利用者によるサービスの選択を支援する

ための情報提供、認知症高齢者などの権利擁護、福祉サービス利用の苦情解決などの役割と対応

が求められています。 

第９期計画においては、地域包括ケアシステムの推進とともに、制度や分野ごとの「縦割り」

や「支え手」「受け手」という関係を超え、地域住民や多様な主体が参画し、社会全体で支えて

いく「地域共生社会」の実現に向けて取り組んでいく必要があります。市は社会福祉協議会との

連携をより強化し、高齢者が要介護状態になることを予防する方策や、住み慣れた地域で自立し

た生活を送るために必要な支援対策としての在宅福祉サービスを積極的に推進し、市民の参画と

協働による体制づくりを図ります。 
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（２）市民への情報提供 
市民が必要な情報を必要な時に得られるよう、高齢者の福祉情報や、介護保険情報について、

宅配講座、福祉ガイド、市広報やホームページなどを活用して、情報提供の充実に努めます。  

 

 

（３）相談窓口 
① 地域包括支援センター 

地域 相談窓口 電話番号 

全地域 
由利本荘市地域包括支援センター 

（市役所長寿生きがい課内） 

２４－６３４５ 

２４－６３２４ 

本荘・西目 中央地域包括支援センター（文化交流館カダーレ内） ７４－６６２９ 

本荘・東由利 東部地域包括支援センター（社協東由利支所内） ７４－７６７０ 

矢島・由利・鳥海 南部地域包括支援センター（社協矢島支所内） ４４－８８４１ 

岩城・大内 北部地域包括支援センター（老人保健施設あまさぎ園敷地内） ７４－６８８８ 

           ○関連頁   １４頁各論第１章２ 

 

 

② 由利本荘市健康づくり課・各総合支所市民サービス課 

地域 相談窓口 電話番号 

本荘 健康づくり課（本荘保健センター内） ２２－１８３４ 

矢島 矢島総合支所 市民サービス課 ５５－４９５９ 

岩城 岩城総合支所 市民サービス課 ７３－２０１２ 

由利 由利総合支所 市民サービス課 ５３－２１１３ 

大内 大内総合支所 市民サービス課 ６５－２８１０ 

東由利 東由利総合支所 市民サービス課 ６９－２１１７ 

西目 西目総合支所 市民サービス課 ３３－４６２０ 

鳥海 鳥海総合支所 市民サービス課 ５７－３５０３ 
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③ 在宅介護支援センター 

地域 相談窓口 電話番号 

本荘 東部在宅介護支援センター（社協本所内） ２３－５５１９ 

由利 在宅介護支援センター白百合苑（特別養護老人ホーム白百合苑内） ５３－２１００ 

大内 大内在宅介護支援センター（社協大内支所内） ６５－２８０８ 

西目 西目在宅介護支援センター（老人保健施設グランドファミリー西目内） ３２－１０１２ 

鳥海 鳥海在宅介護支援センター（社協鳥海支所内） ５７－３２８８ 

○関連頁   １４頁各論第１章２ 

 

 

④ 社会福祉協議会 

地域 相談窓口 電話番号 

本荘 由利本荘市社会福祉協議会 本荘支所 ２４－２９１１ 

矢島 由利本荘市社会福祉協議会 矢島支所 ５６－２９１０ 

岩城 由利本荘市社会福祉協議会 岩城支所 ７３－３３００ 

由利 由利本荘市社会福祉協議会 由利支所 ５３－２７５７ 

大内 由利本荘市社会福祉協議会 大内支所 ６５－２８０８ 

東由利 由利本荘市社会福祉協議会 東由利支所 ６９－２１３５ 

西目 由利本荘市社会福祉協議会 西目支所 ３３－２３４２ 

鳥海 由利本荘市社会福祉協議会 鳥海支所 ５７－３２８８ 

 

 

⑤ 保健所 

相談窓口 電話番号 

由利本荘保健所（由利地域振興局 福祉環境部内） ２２－４１２２ 
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資料編 
 

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

                ※令和５年２月に本荘由利広域市町村圏組合で実施 

 

（１） 調査の実施概要 

①調査の目的 

本調査は、要介護状態になる前の高齢者について、要介護状態になるリスクの発生状

況、各種リスクに影響を与える日常生活の状況を把握し、地域の抱える課題を特定する

ことを目的として実施しました。 

 

②調査の対象者 

一般高齢者（総合事業、要介護・要支援認定を受けていない高齢者）、要支援者又は、

総合事業対象者（以下「要支援者等」という。）を対象としています。 

 

③調査の方法 

郵送配布・郵送回収 

 

④調査の実施時期 

令和５年２月 

 

⑤配布回収の結果 

配布数 有効回答数 有効回答率 

1,400件 948件 67.7％ 

 由利本荘圏域 700件 481件 68.7％ 

 に か ほ圏域 700件 467件 66.7％ 

 

 

 

 

 



資料編  

 

 

 - 102 - 

（２）調査結果の抜粋 

① 高齢者世帯の状況 

高齢者の世帯状況については、由利本荘圏域で11.0％が独居高齢者、34.9％が

高齢者夫婦のみの世帯であり、にかほ圏域で13.5％が独居高齢者、33.1％が高齢

者夫婦のみの世帯であるという結果が得られました。両圏域で 40％超が高齢者の

みの世帯となっています。 

●高齢者世帯の状況 

11.0 13.5

34.9 33.1

0

10

20

30

40

50

由利本荘圏域 にかほ圏域

高齢者世帯の状況

独居高齢者 夫婦のみ(配偶者65歳以上)世帯

(％)

 

 

② 各種リスクの発生状況 

 各種リスクの発生状況をみると、由利本荘圏域、にかほ圏域ともに認知症リスク

が最も高く、由利本荘圏域で43.2%、にかほ圏域で46.4％となっており、次いで、

うつ、咀嚼機能、転倒、閉じこもりのリスクが高くなっています。 

●各種リスク高齢者の割合 
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③ 介護・介助や支援等が必要な高齢者 

 介護・介助や支援等を必要とする高齢者をみると、由利本荘圏域では、9.2%の

高齢者が介護を必要としていますが、うち4.8%の高齢者は介護を受けていない状

況にあります。にかほ圏域では、9.8%の高齢者が介護を必要としていますが、う

ち5.3%の高齢者は介護を受けていない状況にあります。 

●介護・介助や支援等が必要な高齢者 

4.4
4.8

5.4

3.7

4.5

5.3

7.3

3.6

0

2

4

6

8

10

介護が必要 介護が必要だが受けていない 配食ニーズあり 買い物ニーズあり
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由利本荘圏域 にかほ圏域

(％)

 

④ 助け合いの状況 

 助け合いの状況についてみると、由利本荘圏域、にかほ圏域ともに 90%超の高

齢者が誰かからサポートを受けている状況にあり、80%超の高齢者が誰かのサポ

ートをしている状況にあります。 

●助け合いの状況 
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⑤ 社会活動への参加と地域づくりへの参加意向 

 社会活動の参加状況と地域づくりへの参加意向についてみると、由利本荘圏域で

23.3%、にかほ圏域で21.6%の高齢者が趣味関係のグループに参加している状況

にあります。また、由利本荘圏域で56.5%、にかほ圏域で49.6％の高齢者が地域

づくりへの参加意向を持っている状況であり、由利本荘圏域で 38.0%、にかほ圏

域で 28.8%の高齢者が地域づくりの企画・運営としての参加意向を持っている状

況にあります。 

●社会活動への参加と地域づくりへの参加意向 

15.4

20.6
23.3

9.6

56.5

38.0 

10.9

16.9

21.6

9.4

49.6

28.8

0

10

20

30

40

50

60

由利本荘圏域 にかほ圏域

(％)

 

 



資料編 
 

 
 

 - 105 - 

 



資料編  

 

 

 - 106 - 

２ 由利本荘市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 高齢化社会の進展に伴い、高齢者の多様なニーズに対応した、保健・福祉・医療等が一体とな

った施策を展開するため、その指針となる由利本荘市高齢者保健福祉計画を策定するにあたり、由利

本荘市高齢者保健福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会の委員は、保健・福祉・医療等の関係機関及び団体からの推薦を受けた者及び公募者等

とし、由利本荘市長が委嘱する。ただし、公募委員は３名以内とする。 

２ 委員の任期は、令和７年３月３１日までとする。また、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員会に委員長及び副委員長を各１名置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会における会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長には委員長があたる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、由利本荘市健康福祉部長寿生きがい課が行う。 

（謝礼及び費用弁償） 

第６条 謝礼及び費用弁償は、予算の範囲内で支払うことができる。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、その他委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が委員会に

諮り定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１７年８月２９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 
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  ３ 由利本荘市高齢者保健福祉計画策定委員会名簿 

 

 所属機関・団体名称及び役職名称等 

(一社)由利本荘医師会 会長 

由利本荘歯科医師会 会長 

（一社）秋田県薬剤師会 本荘由利支部長 

由利本荘市民生児童委員協議会 会長 

由利本荘市老人クラブ連合会 副会長・女性委員長 

（福）由利本荘市社会福祉協議会 福祉事業課長 

（福）久盛福祉会 相談室 室長 

本荘由利地区介護支援専門員連絡協議会 会長 

本荘由利広域介護保険運営協議会委員 

秋田しんせい農業協同組合 経営管理部 福祉事業所長 

公募委員  ２名 

 

 

事務局 

 

由利本荘市健康福祉部長 

由利本荘市健康福祉部長寿生きがい課長 

由利本荘市健康福祉部長寿生きがい課参事兼課長補佐兼地域包括支援班長 

由利本荘市健康福祉部長寿生きがい課参事兼課長補佐兼介護班長 

由利本荘市健康福祉部長寿生きがい高齢者支援班長 

由利本荘市健康福祉部長寿生きがい課参事兼課長補佐 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由利本荘市高齢者保健福祉計画 
令和７年３月 
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